
熊本県　天草不知火海区　区画漁業権に関する情報一覧

免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件
火区第１
号

有限会社天草真珠 葦北郡芦北町女島地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１０２号（葦北郡津奈木町
大字福浜４４３３番地の地先海上防犯灯柱）
ア　基点１と葦北郡芦北町女島大星エビス鼻西端を見通
した線から基点１を基点として右へ３３４度・３７０メートル
のところ
イ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３３１度・５４５メートルのところ
ウ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ９度４５分・７８０メートルのところ
エ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ１８度・７３５メートルのところ
オ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ１１度・５４５メートルのところ
カ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３５５度３０分・４９５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 葦北郡芦北町（芦北町
井牟田、波多島、田浦
町、杉迫、小田浦及

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第２
１号

吉本　秋敏 宇城市三角町戸馳地
先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１１９号（宇城市三角町戸
馳字犬櫓北端）
基点２　熊本県漁場基点火第６号（宇城市三角町戸馳内
潟防波堤突端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２９度１５分・５５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４３度３０分・３５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９度・６０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３度１５分・１４５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４度４５分・２２５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 宇城市三角町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第１
０１号

芦北町漁業協同組合 葦北郡芦北町竹島地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１７分１６．６秒、東経１３０度２７分４５．５秒
イ　北緯３２度１７分９．４秒、東経１３０度２７分４６．９秒
ウ　北緯３２度１７分１１秒、東経１３０度２７分５１．８秒
エ　北緯３２度１７分１７．４秒、東経１３０度２７分５０．１秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡芦北町（芦北町
井牟田、波多島、田浦
町、杉迫、小田浦及び
海浦を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，６８０平方
メートルを超えてはなら
ない。

火区第１
０２号

芦北町漁業協同組合 葦北郡芦北町（芦北町
井牟田、波多島、田浦
町、杉迫、小田浦及び
海浦を除く）

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１７分１６．６秒、東経１３０度２７分４５．５秒
イ　北緯３２度１７分９．４秒、東経１３０度２７分４６．９秒
ウ　北緯３２度１７分１１秒、東経１３０度２７分５１．８秒
エ　北緯３２度１７分１７．４秒、東経１３０度２７分５０．１秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡芦北町（芦北町
井牟田、波多島、田浦
町、杉迫、小田浦及び
海浦を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、２，９１１平方
メートルを超えてはなら

火区第１
０３号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町福浦
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１０２号（葦北郡津奈木町
大字福浜４４３３番地の地先海上防犯灯柱）
基点２　葦北郡津奈木町大字福浜４４９０番地地先の防
波堤西側基部
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４７度・４０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４５度３０分・３５０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２度・２９０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４８度３０分・１２５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、８４９平方メー

漁場の区域



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第１
０４号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町福浦
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度１７分３３．１秒、東経１３０度２７分６．１秒
イ　北緯３２度１７分２４．４秒、東経１３０度２７分６．８秒
ウ　北緯３２度１７分２７．５秒、東経１３０度２７分３５．４秒
エ　北緯３２度１７分１９．０秒、東経１３０度２７分３９．４秒
オ　北緯３２度１７分２０．５秒、東経１３０度２７分４１．５秒
カ　北緯３２度１７分２９．５秒、東経１３０度２７分３９．４秒
キ　北緯３２度１７分３６．３秒、東経１３０度２７分２４．４
秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、８，５４８平方
メートルを超えてはなら
ない。

火区第１
０５号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町合串
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　域
基点１　熊本県漁場基点火第６７号（葦北郡津奈木町合
串小島北防波堤突端）
ア　基点１と葦北郡津奈木町帆柱崎西端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ４２度３０分・７０メートルのとこ
ろ
イ　基点１と帆柱崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１１６度・１９０メートルのところ
ウ　基点１と帆柱崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１１９度・４００メートルのところ
エ　基点１と帆柱崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１５０度・３９５メートルのところ
オ　基点１と帆柱崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１６５度・１７０メートルのところ
カ　基点１と帆柱崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１９５度５０分・３０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、５，８３９平方
メートルを超えてはなら
ない。

火区第１
０６号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町合串
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１２５号（葦北郡津奈木町
合串漁港平国地区北側防波堤突端）
ア　イとウを見通した線からイを基点として右へ２７０度・
２００メートルのところ
イ　基点１と葦北郡津奈木町明神鼻北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ７９度
・８６５メートルのところ
ウ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ８２度５０分・７６０メートルのところ
エ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ８７度３０分・８００メートルのところ
オ　エとウを見通した線からエを基点として右へ２７０度・
９０メートルのところ
カ　オとエを見通した線からオを基点として右へ９０度・１
００メートルのところ
キ　ウからエを見通した線上、ウから１７５メートルのとこ
ろ
ク　アとイを見通した線からアを基点として右へ２７０度・
１２０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、３，４００平方
メートルを超えてはなら
ない。

火区第１
０７号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町平国
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　域
基点１　熊本県漁場基点火第１２５号（葦北郡津奈木町
合串漁港平国地区北側防波堤突端）
ア　基点１と葦北郡津奈木町明神鼻北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３１度３０分・６３０メートルのと
ころ
イ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４７度・３４５メートルのところ
ウ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４３度２０分・５４５メートルのところ
エ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１４度・７００メートルのところ
オ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１２度・７４５メートルのところ
カ　基点１と明神鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１７度４０分・８０５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(４)　敷設する生け簀の
面積は、９，４５０平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第２
０１号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町郡浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第９６号（宇城市三角町郡浦
御舟瀬西端）
ア　基点１と宇城市三角町児島山頂を見通した線から基
点１を基点として右へ１３度１０分・６６０メートルのところ
イ　基点１と児島山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ０度３０分・６２５メートルのところ
ウ　基点１と児島山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５７度３０分・９２０メートルのところ
エ　基点１と児島山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６度３０分・９５０メートルのところ

第１種区画漁業 のり支柱式養殖業 ９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 宇城市三角町前越、中
村及び郡浦

(１)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(２)　養殖施設は、毎年
４月３０日までに撤去し
なければならない。

火区第２
０２号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町大岳地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　域
基点１　熊本県漁場基点火第１４号（宇城市三角町手場
底江崎南端）
基点２　熊本県漁場基点火第９６号（宇城市三角町郡浦
御舟瀬西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３８度１０分・１，２０８メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４１度３０分・１，７５６メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２８７度５７分・２，２５１メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９８度９分・１，８７７メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９０度４１分・１，６７１メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９１度４１分・１，６２１メートルのところ

第１種区画漁業 のり支柱式養殖業 ９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 宇城市三角町前越、中
村、郡浦、里浦、手場
及び大口

養殖施設は、毎年４月
３０日までに撤去しなけ
ればならない。

火区第２
２１号

八代漁業協同組合 八代市葭牟田町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第４６号（八代市植柳下町球
磨川本流（旧南川）左岸における海面と内水面との境
界）
基点２　八代市金剛橋下流側線が球磨川右岸堤防天端
外側と交わるところ
ア　基点１から真方位２７４度８分４０．１秒・１，１２９．５
メートルのところ
イ　基点１から真方位２６９度５２分１９．９秒・１，１１３．１
メートルのところ
ウ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ３５５度４５分・１，２６０メートルのところ
エ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ３５１度３０分・１，２７０メートルのところ

第１種区画漁業 あおのり支柱式養殖業 ９月１日から翌年３月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
３月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
２２号

二見漁業協同組合 八代市二見洲口町地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度２５分１．６秒、東経１３０度３２分４７．７秒
イ　北緯３２度２５分１．１秒、東経１３０度３２分４６．９秒
ウ　北緯３２度２４分５４．６秒、東経１３０度３２分５３．０秒
エ　北緯３２度２４分５４．２秒、東経１３０度３２分５３．４秒
オ　北緯３２度２４分５３秒、東経１３０度３２分５５．８秒
カ　北緯３２度２４分５３．６秒、東経１３０度３２分５６．１秒
キ　北緯３２度２４分５４．８秒、東経１３０度３２分５３．７
秒

第１種区画漁業 あおのり支柱式養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市二見洲口町 (１)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(２)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
３１号

八代漁業協同組合 八代市蛇籠町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３０分１１．５秒、東経１３０度３５分２１．３秒
イ　北緯３２度３０分１０．０秒、東経１３０度３５分２０．５秒
ウ　北緯３２度３０分８．１秒、東経１３０度３５分２５．８秒
エ　北緯３２度３０分９．６秒、東経１３０度３５分２６．６秒

第１種区画漁業 あおのり浮流し養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第２
３２号

八代漁業協同組合 八代市鼠蔵町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第４６号（八代市植柳下町球
磨川本流（旧南川）左岸における海面と内水面との漁業
権の境界）
基点２　八代市金剛橋下流側線が球磨川右岸堤防天端
外側と交わるところ
ア　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１４２度・７１０メートルのところ
イ　基点２から真方位２２１度４９分４．５秒・７１８．２メート
ルのところ
ウ　基点１から真方位２６９度５２分１９．９秒・１，１１３．１
メートルのところ
エ　基点１から真方位２７１度５２分１６．２秒・１，１３１．１
メートルのところ

第１種区画漁業 あおのり浮流し養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
３３号

八代漁業協同組合 八代市高植本町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点火第４６号（八代市植柳下町球
磨川本流（旧南川）左岸における海面と内水面との漁業
権の境界）
基点２　八代市金剛橋下流側線が球磨川右岸堤防天端
外側と交わるところ
ア　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ４８度・１５０メートルのところ
イ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ４９度４５分・１９０メートルのところ
ウ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ２１度・２７５メートルのところ
エ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ２度・６０７メートルのところ
オ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ３度・９７０メートルのところ
カ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ０度３０分・９７０メートルのところ
キ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ３５８度３０分・６０３メートルのところ
ク　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１３度４５分・２５５メートルのところ

第１種区画漁業 あおのり浮流し養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
３４号

八代漁業協同組合 八代市水島町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点火第４６号（八代市植柳下町球
磨川本流（旧南川）左岸における海面と内水面との漁業
権の境界）
基点２　八代市金剛橋下流側線が球磨川右岸堤防天端
外側と交わるところ
ア　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１４６度４５分・３，１００メートルのところ
イ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１３６度・２，９６３メートルのところ
ウ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１２３度４５分・８５０メートルのところ
エ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１２７度・８４０メートルのところ
オ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１３６度・２，３００メートルのところ

第１種区画漁業 あおのり浮流し養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
３５号

八代漁業協同組合 八代市高植本町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第４６号（八代市植柳下町球
磨川本流（旧南川）左岸における海面と内水面との漁業
権の境界）
基点２　八代市金剛橋下流側線が球磨川右岸堤防天端
外側と交わるところ
ア　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１２７度・８４０メートルのところ
イ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ１２３度４５分・８５０メートルのところ
ウ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ４９度４５分・１９０メートルのところ
エ　基点２と基点１を見通した線から基点２を基点として
右へ４８度・１５０メートルのところ

第１種区画漁業 あおのり浮流し養殖業 ９月１日から翌年５月３
１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市（旧昭和村、旧
日奈久町、旧二見村、
旧鏡町及び旧千丁町、
旧東陽村、旧泉村及び
旧坂本村を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　河川管理者又は
漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。
(３)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

火区第２
４１号

水俣市漁業協同組合 水俣市西湯之児地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第７０号（水俣市西湯之児岬
突端）
ア　基点１から真方位２３７度５０分２１秒・８３．５メートル
のところ
イ　基点１から真方位２４７度２４分７．７秒・１３０．５メート
ルのところ
ウ　基点１から真方位２０１度２０分１３．６秒・２６６．５メー
トルのところ
エ　基点１から真方位１９１度０分７．８秒・２４７メートルの
ところ

第１種区画漁業 こんぶ・わかめ養殖業 １０月１日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第２
５１号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町三角浦
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１号（宇城市三角町本村防
波堤突端）
ア　基点１と宇城市三角町中神島送電線鉄塔を見通した
線から基点１を基点として右へ３１度２０分・５４０メートル
のところ
イ　基点１と中神島送電線鉄塔を見通した線から基点１
を基点として右へ３５度２分・４４６メートルのところ
ウ　基点１と中神島送電線鉄塔を見通した線から基点１
を基点として右へ２８度４９分・４３１メートルのところ
エ　基点１と中神島送電線鉄塔を見通した線から基点１
を基点として右へ２６度・５２８メートルのところ

第１種区画漁業 ワカメ養殖業 １１月１日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 宇城市三角町大田尾、
三角浦及び波多

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
４月３０日までに撤去し
なければならない。

火区第２
６１号

水俣市漁業協同組合 水俣市明神町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度１１分５６．５秒、東経１３０度２２分５．８秒
イ　北緯３２度１１分５３．７秒、東経１３０度２２分４．６秒
ウ　北緯３２度１１分５３．６秒、東経１３０度２２分５．５秒
エ　北緯３２度１１分５６．０秒、東経１３０度２２分６．５秒
オ　北緯３２度１１分５７．６秒、東経１３０度２２分９．７秒
カ　北緯３２度１１分５８．３秒、東経１３０度２２分９．３秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市明神町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第２
６２号

水俣市漁業協同組合 水俣市明神町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１１分５０．３秒、東経１３０度２２分２．２秒
イ　北緯３２度１１分４９．６秒、東経１３０度２２分２．８秒
ウ　北緯３２度１１分５０．３秒、東経１３０度２２分３．６秒
エ　北緯３２度１１分５０．８秒、東経１３０度２２分３．１秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市明神町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第２
６３号

水俣市漁業協同組合 水俣市明神町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１１分４７．１秒、東経１３０度２１分５６．０秒
イ　北緯３２度１１分４６．４秒、東経１３０度２１分５６．８秒
ウ　北緯３２度１１分４７．１秒、東経１３０度２１分５７．７秒
エ　北緯３２度１１分４７．６秒、東経１３０度２１分５７．０秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市明神町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第２
６４号

水俣市漁業協同組合 水俣市明神町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１１分４２．８秒、東経１３０度２１分５２．６秒
イ　北緯３２度１１分４２．３秒、東経１３０度２１分５３．１秒
ウ　北緯３２度１１分４２．９秒、東経１３０度２１分５４．０秒
エ　北緯３２度１１分４３．４秒、東経１３０度２１分５３．５秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市明神町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第２
６５号

水俣市漁業協同組合 水俣市明神町 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１１分４５．７秒、東経１３０度２１分４４．５秒
イ　北緯３２度１１分４４．９秒、東経１３０度２１分４３．９秒
ウ　北緯３２度１１分４３．１秒、東経１３０度２１分４７．６秒
エ　北緯３２度１１分４３．８秒、東経１３０度２１分４７．９秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

９月１日から翌年４月３
０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市明神町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第３
０１号

芦北町漁業協同組合 葦北郡芦北町大矢地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第１０２号（葦北郡津奈木町
大字福浜４４３３番地の地先海上防犯灯柱）
ア　イからオを見通した線上、イから４５メートルのところ
イ　基点１と葦北郡芦北町女島大星エビス鼻西端を見通
した線から基点１を基点として右へ３３０度３０分・５９０
メートルのところ
ウ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ０度４５分・７３０メートルのところ
エ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ４度・７１０メートルのところ
オ　基点１とエビス鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３３４度・３７０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡芦北町（芦北町
井牟田、波多島、田浦
町、杉迫、小田浦及び
海浦を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
１１号

水俣市漁業協同組合 水俣市西湯之児地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点火第７０号（水俣市西湯之児岬
突端）
ア　基点１から真方位２８９度１８分３．９秒・３１．４メート
ルのところ
イ　基点１から真方位２９１度４６分５６．１秒・７１．３メート
ルのところ
ウ　基点１から真方位１９３度５１分３２．３秒・１７７．３メー
トルのところ
エ　基点１から真方位１８１度４７分１．３秒・１８８．３メート
ルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

火区第３
２１号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町戸馳地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３５分５４．０秒、東経１３０度２８分４９．０秒
イ　北緯３２度３５分５３．２秒、東経１３０度２８分４９．１秒
ウ　北緯３２度３５分５３．３秒、東経１３０度２８分５４．１秒
エ　北緯３２度３５分５４．１秒、東経１３０度２８分５４．０秒

第１種区画漁業 かき支柱式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 宇城市三角町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第３
２２号

鏡町漁業協同組合 八代市鏡町北新地地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３５分６．１秒、東経１３０度３４分４２．７秒
イ　北緯３２度３５分７．２秒、東経１３０度３４分４１．３秒
ウ　北緯３２度３５分６．１秒、東経１３０度３４分３９．９秒
エ　北緯３２度３５分５．０秒、東経１３０度３４分４１．３秒

第１種区画漁業 かき支柱式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市鏡町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

火区第３
２３号

水俣市漁業協同組合 水俣市袋地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１０分５２．４秒、東経１３０度２２分２２．２秒
イ　北緯３２度１０分５１．８秒、東経１３０度２２分２２．０秒
ウ　北緯３２度１０分５１．７秒、東経１３０度２２分２２．３秒
エ　北緯３２度１０分５２．３秒、東経１３０度２２分２２．６秒

第１種区画漁業 かき支柱式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市袋 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

火区第３
３１号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町戸馳地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３５分４１．６秒、東経１３０度２８分３８．２秒
イ　北緯３２度３５分３７．４秒、東経１３０度２８分４１．９秒
ウ　北緯３２度３５分４０．５秒、東経１３０度２８分４６．９秒
エ　北緯３２度３５分４４．７秒、東経１３０度２８分４３．１秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 宇城市三角町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
３２号

三角町漁業協同組合 宇城市三角町戸馳地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３５分１３．５秒、東経１３０度３０分２０．０秒
イ　北緯３２度３５分４．７秒、東経１３０度３０分３１．３秒
ウ　北緯３２度３５分１９．１秒、東経１３０度３０分４６．９秒
エ　北緯３２度３５分２７．８秒、東経１３０度３０分３５．６秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

個別 宇城市三角町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
火区第３
３３号

鏡町漁業協同組合 八代市鏡町北新地地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３４分４６．１秒、東経１３０度３３分３０．１秒
イ　北緯３２度３４分３９．９秒、東経１３０度３３分３９．９秒
ウ　北緯３２度３５分４．９秒、東経１３０度３４分１．９秒
エ　北緯３２度３５分１１．１秒、東経１３０度３３分５２．０秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 八代市鏡町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる

火区第３
３４号

芦北町漁業協同組合 葦北郡芦北町女島地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１７分１７．３秒、東経１３０度２７分５０．７秒
イ　北緯３２度１７分１１．４秒、東経１３０度２７分５２．９秒
ウ　北緯３２度１７分１１．０秒、東経１３０度２７分５７．５秒
エ　北緯３２度１７分１８．４秒、東経１３０度２７分５４．７秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡芦北町女島及
び計石

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
３５号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町福浦
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１７分５．９秒、東経１３０度２７分４４．２秒
イ　北緯３２度１７分３．０秒、東経１３０度２７分４５．９秒
ウ　北緯３２度１７分３．７秒、東経１３０度２７分４７．６秒
エ　北緯３２度１７分６．６秒、東経１３０度２７分４５．９秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町福浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
３６号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町大泊
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１４分３０．７秒、東経１３０度２５分４５．８秒
イ　北緯３２度１４分２７．９秒、東経１３０度２５分４７．７秒
ウ　北緯３２度１４分２８．７秒、東経１３０度２５分４９．４秒
エ　北緯３２度１４分３１．５秒、東経１３０度２５分４７．４秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町大泊 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

火区第３
３７号

津奈木漁業協同組合 葦北郡津奈木町大泊
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１４分２６．７秒、東経１３０度２５分５３．４秒
イ　北緯３２度１４分２５．２秒、東経１３０度２５分５４．３秒
ウ　北緯３２度１４分２５．９秒、東経１３０度２５分５６．０秒
エ　北緯３２度１４分２７．４秒、東経１３０度２５分５５．２秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 葦北郡津奈木町大泊 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
３８号

水俣市漁業協同組合 水俣市袋地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１０分５１．７秒、東経１３０度２２分２３．１秒
イ　北緯３２度１０分４９．７秒、東経１３０度２２分２５．０秒
ウ　北緯３２度１０分５２．７秒、東経１３０度２２分２９．５秒
エ　北緯３２度１０分５４．７秒、東経１３０度２２分２７．６秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市袋 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

火区第３
３９号

水俣市漁業協同組合 水俣市袋地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１０分５４．５秒、東経１３０度２２分３３．７秒
イ　北緯３２度１０分５１．４秒、東経１３０度２２分３２．３秒
ウ　北緯３２度１０分５０．９秒、東経１３０度２２分３４．１秒
エ　北緯３２度１０分５３．９秒、東経１３０度２２分３５．５秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 水俣市袋 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第１
号

壁谷　実 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第６２号（熊本県漁場基点天
第３１号（長砂連角の鼻南端）と下大戸ノ鼻灯台を見通し
た線から天第３１号を基点として右へ６５度５０分の線と
天第６４号（船人島北端）と下大戸ノ鼻灯台を見通した線
から天第６４号を基点として右へ３５４度３１分の線との交
点（瀬島地先高洲））
ア　基点１から真方位８２度５３分・６３０メートルのところ
イ　基点１から真方位９１度５３分・７４０メートルのところ
ウ　基点１から真方位９８度２３分・６７５メートルのところ
エ　基点１から真方位８８度５３分・５４８メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
号

有限会社松岡真珠 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第６２号（熊本県漁場基点天
第３１号（長砂連角の鼻南端）と下大戸ノ鼻灯台を見通し
た線から天第３１号を基点として右へ６５度５０分の線と
天第６４号（船人島北端）と下大戸ノ鼻灯台を見通した線
から天第６４号を基点として右へ３５４度３１分の線との交
点（瀬島地先高洲））
ア　基点１と上天草市松島町下大戸ノ鼻灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ３４０度３０分・６２０メート
ルのところ
イ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３４８度・５８０メートルのところ
ウ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３３０度３０分・３７０メートルのところ
エ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３２２度３０分・４３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第３
号

有限会社松岡真珠 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第６２号（熊本県漁場基点天
第３１号（長砂連角の鼻南端）と下大戸ノ鼻灯台を見通し
た線から天第３１号を基点として右へ６５度５０分の線と
天第６４号（船人島北端）と下大戸ノ鼻灯台を見通した線
から天第６４号を基点として右へ３５４度３１分の線との交
点（瀬島地先高洲））
ア　基点１と上天草市松島町下大戸ノ鼻灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ３４９度３０分・８２５メート
ルのところ
イ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３５５度３０分・７９０メートルのところ
ウ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３４８度・５８０メートルのところ
エ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３４０度３０分・６２０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第４
号

有限会社松岡真珠 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第６２号（熊本県漁場基点天
第３１号（長砂連角の鼻南端））と下大戸ノ鼻灯台を見通
した線から天第３１号を基点として右へ６５度５０分の線と
天第６４号（船人島北端）と下大戸ノ鼻灯台を見通した線
から天第６４号を基点として右へ３５４度３１分の線との交
点（瀬島地先高洲））
ア　基点１と上天草市松島町下大戸ノ鼻灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ３４９度３０分・５７５メート
ルのところ
イ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３５７度・５５０メートルのところ
ウ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３４３度・３０５メートルのところ
エ　基点１と下大戸ノ鼻灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３３１度３０分・３５５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
号

有限会社松岡真珠 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第８１号（上天草市松島町前
島赤灯台と松島町水産物センター埋立地北東端角を見
通した線から灯台を基点として右へ２１７度１５分の線が
キンガ瀬の陸岸と交わるところ）
ア　基点１と松島町前島赤灯台を見通した線から基点１
を基点として右へ３度・２５０メートルのところ
イ　基点１と前島赤灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ９度３０分・２９０メートルのところ
ウ　基点１と前島赤灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２２度３０分・２６０メートルのところ
エ　基点１と前島赤灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ１７度３０分・２１５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第６
号

有限会社松岡真珠 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第９０の２号（上天草市松島
町太郎島頂点と野島南端を見通した線から太郎島頂点
を基点として右へ４度の線が陸岸（野島）と交わるところ
（野島東端））
ア　基点１と上天草市松島町太郎島頂点を見通した線か
ら基点１を基点として右へ６５度・１６５メートルのところ
イ　基点１と太郎島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ９７度・１３０メートルのところ
ウ　基点１と太郎島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２９０度３０分・１００メートルのところ
エ　基点１と太郎島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３０度・１４５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第７
号

有限会社天草真珠 天草市五和町二江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３０号（天草市五和町通
詞島三角点と五通岩を見通した線から通詞島三角点を
基点として右へ１６０度４７分の線が陸岸と交わるところ
からその線の延長上２０．４メートルのところ）
ア　基点１と天草市五和町通詞島山頂を見通した線から
基点１を基点として右へ１６度・３４８メートルのところ
イ　基点１と通詞島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３０度・７０メートルのところ
ウ　基点１と通詞島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１３度・３３５メートルのところ
エ　基点１と通詞島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４１度１５分・４３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
号

松本　基督 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町神島西端を見通した線から基
点１を基点として右へ３３８度・６５０メートルのところ
イ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４４度・５６０メートルのところ
ウ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３０度・４６０メートルのところ
エ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２４度・５７０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第９
号

白石　惣一郎 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町神島西端を見通した線から基
点１を基点として右へ３４８度・７６０メートルのところ
イ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５５度・６９０メートルのところ
ウ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４５度３０分・５７０メートルのところ
エ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度３０分・６５０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第１
０号

永露　政志 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町神島西端を見通した線から基
点１を基点として右へ３５４度４５分・１，０３５メートルのと
ころ
イ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５９度１５分・９８０メートルのところ
ウ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５４度１５分・８５０メートルのところ
エ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４９度１５分・９２０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
１号

九州真珠有限会社 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻北端を見通した線から
基点１を基点として右へ３４７度３０分・５２０メートルのと
ころ
イ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線上、基点１から６１０
メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４９度１５分・４１５メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ５１度・２６５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
２号

九州真珠有限会社 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３９号（天草市河浦町崎
津床松の鼻南東端）
ア　基点１と天草市河浦町名越鼻北端を見通した線から
基点１を基点として右へ５４度２０分・２９０メートルのとこ
ろ
イ　基点１と名越鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３７度・４９０メートルのところ
ウ　基点１と名越鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ５０度・５５５メートルのところ
エ　基点１と名越鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７６度・３５０メートルのところ
オ　基点１と名越鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６７度・３１０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
３号

九州真珠有限会社 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４５号（天草市河浦町崎
津小倉鼻東端）
ア　基点１と天草市河浦町五通山山頂を見通した線から
基点１を基点として右へ３５２度３０分・１９０メートルのと
ころ
イ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５６度１５分・２９５メートルのところ
ウ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ５６度・５００メートルのところ
エ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ６９度・４３０メートルのところ
オ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ２度５分・１７０メートルのところ
カ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ２度５分・１８０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第１
４号

九州真珠有限会社 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４５号（天草市河浦町崎
津小倉鼻東端）
ア　基点１と天草市河浦町五通山山頂を見通した線から
基点１を基点として右へ２６度３０分・１８メートルのところ
イ　基点１と五通山山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ５度５分・１６３メートルのところ
ウ　基点１と天草市河浦町松ヶ鼻西端を見通した線から
基点１を基点として右へ３度・４９０メートルのところ
ウ　基点１と松ヶ鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３度・４９０メートルのところ
エ　基点１と松ヶ鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４度・７０５メートルのところ
オ　基点１と松ヶ鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１９度・７２０メートルのところ
カ　基点１と松ヶ鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１度・４３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第１
５号

濵　宗一郎 天草市二浦町亀浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度１７分１２．５秒、東経１３０度１分４９．
７秒
　　　イ　北緯３２度１７分１４．３秒、東経１３０度１分５６．
３秒
　　　ウ　北緯３２度１７分１２．９秒、東経１３０度１分５８．
３秒
　　　エ　北緯３２度１７分１１．０秒、東経１３０度１分５１．
８秒

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市二浦町亀浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
６号

濵　宗一郎 天草市二浦町亀浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度１７分８．２秒、東経１３０度１分４１．５
秒
　　　イ　北緯３２度１７分８．５秒、東経１３０度１分４６．８
秒
　　　ウ　北緯３２度１７分７．３秒、東経１３０度１分４８．０
秒
　　　エ　北緯３２度１７分６．９秒、東経１３０度１分４２．７
秒

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市二浦町亀浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
７号

有限会社浅海真珠 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７２号（天草市深海町浅
海保木鼻西端）
ア　基点１と天草市深海町黒崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ９度・４３０メートルのところ
イ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２６度３０分・４９５メートルのところ
ウ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５０度・５４０メートルのところ
エ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５３度３０分・４９０メートルのところ
オ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１１５度３０分・４６５メートルのところ
カ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１３６度３０分・３１５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第１
８号

九州真珠有限会社 天草市新和町中田地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８９号（天草市新和町親
崎鼻南端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内野崎鼻東端を見通し
た線から基点１を基点として右へ３２６度３０分・８５メート
ルのところ
イ　基点１と野崎鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９度３０分・３３５メートルのところ
ウ　基点１と野崎鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ５６度・４０５メートルのところ
エ　基点１と野崎鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１００度・２３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市新和町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第１
９号

有限会社松岡真珠 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度２２分２５．０秒、東経１３０度１４分１
１．３秒
　　　イ　北緯３２度２２分２５．２秒、東経１３０度１４分１
５．６秒
　　　ウ　北緯３２度２２分１５．８秒、東経１３０度１４分１
５．９秒
　　　エ　北緯３２度２２分１５．６秒、東経１３０度１４分１
１．６秒

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市新和町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
０号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２０７号（天草市下浦町須
森埋立地南端）
ア　基点１と天草市上血塚島東端を見通した線から基点
１を基点として右へ２４度・１０メートルのところ
イ　基点１と上血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２６５度４５分・６０メートルのところ
ウ　基点１と上血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１８度３０分・１１０メートルのところ
エ　基点１と上血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５４度３０分・１００メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
１号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１０号（天草市下浦町下
血塚島北端）
ア　基点１と天草市上血塚島南端を見通した線から基点
１を基点として右へ３５３度・８５メートルのところ
イ　基点１と上血塚島南端を見通した線から基点１を基
点として右へ２０度３０分・１４５メートルのところ
ウ　基点１と上血塚島南端を見通した線から基点１を基
点として右へ１１１度・２６５メートルのところ
エ　基点１と上血塚島南端を見通した線から基点１を基
点として右へ１２７度４５分・２３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
２号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０１号（天草市上血塚島
東端）
ア　基点１と天草市下浦町小島頂点を見通した線から基
点１を基点として右へ３３０度４５分・８４５メートルのところ
イ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２８度４５分・９５５メートルのところ
ウ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度３０分・１，０２５メートルのところ
エ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４１度４５分・９２０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
３号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１１号（天草市下浦町下
血塚島東端）
ア　基点１と天草市下浦町戸の崎鼻西端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３２４度４５分・７０８メートルの
ところ
イ　基点１と戸の崎鼻西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１５度４５分・７６５メートルのところ
ウ　基点１と戸の崎鼻西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３２１度３０度・９３３メートルのところ
エ　基点１と戸の崎鼻西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３２９度１５分・８８９メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
４号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１３号（天草市下浦町戸
の崎鼻西端）
ア　基点１と天草市下浦町下血塚島東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ６度・５２５メートルのところ
イ　基点１と下血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１０度３０分・７５７メートルのところ
ウ　基点１と下血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２１度・７５０メートルのところ
エ　基点１と下血塚島東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２１度４０分・５１２メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
５号

株式会社平山海洋 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１４号（天草市下浦町戸
の崎漁港東側防波堤基部から南へ３０．６メートルのとこ
ろ）
ア　基点１と天草市新和町横島灯台を見通した線から基
点１を基点として右へ２６度２０分・２７０メートルのところ
イ　基点１と横島灯台を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９度・５７０メートルのところ
ウ　基点１と横島灯台を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４３度・５７５メートルのところ
エ　基点１と横島灯台を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５５度・２９０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市下浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
６号

中村　一成 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０６号（熊本県漁場基点
天第２２４号（落人鼻南端）と平瀬島東端を見通した線か
ら天第２２４号を基点として右へ２２８度１０分の線が天草
市倉岳町元首鼻の最大高潮時海岸線と交わるところ）
ア　基点１と天草市倉岳町小島頂点を見通した線から基
点１を基点として右へ０度１０分・４７０メートルのところ
イ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５７度３０分・２４５メートルのところ
ウ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２８度３０分・３００メートルのところ
エ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４２度１５分・５０５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市倉岳町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
７号

松本水産株式会社 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳町棚
底小島頂点）
ア　基点１から真方位２０４度３７分・６１９メートルのところ
イ　基点１から真方位１９７度１２分・６２６メートルのところ
ウ　基点１から真方位１９８度３０分・８６１メートルのところ
エ　基点１から真方位２０３度５２分・８６０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市倉岳町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
８号

山﨑　昭夫 天草市御所浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２５５号（天草市御所浦町
牧島グミノ木崎南端）
ア　基点１から真方位１４５度１１分・１，１８７メートルのと
ころ
イ　基点１から真方位１４４度１５分・１，２７０メートルのと
ころ
ウ　基点１から真方位１４６度３０分・１，２８０メートルのと
ころ
エ　基点１から真方位１４７度３０分・１，２００メートルのと
ころ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市御所浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第２
９号

山﨑　昭夫 天草市御所浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７３号（天草市御所浦町
牧島奥法崎南西端）
ア　基点１から真方位２５４度１５分・４０７メートルのところ
イ　基点１から真方位２４５度３０分・３９５メートルのところ
ウ　基点１から真方位２４３度・５８５メートルのところ
エ　基点１から真方位２４９度・５９３メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市御所浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第３
０号

舛井　博紀 天草市御所浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７３号（天草市御所浦町
牧島奥法崎南西端）
ア　基点１から真方位２９４度３０分・２３５メートルのところ
イ　基点１から真方位２６７度４５分・１８４メートルのところ
ウ　基点１から真方位２５７度・３４８メートルのところ
エ　基点１から真方位２７６度４５分・３３４メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市御所浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第３
１号

松本水産株式会社 天草市御所浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７３号（天草市御所浦町
牧島奥法崎南西端）
ア　基点１から真方位２９４度３０分・２３５メートルのところ
イ　基点１から真方位２６７度４５分・１８４メートルのところ
ウ　基点１から真方位２５７度・３４８メートルのところ
エ　基点１から真方位２７６度４５分・３３４メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市御所浦町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第３
２号

松本水産株式会社 天草市御所浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７３号（天草市御所浦町
牧島奥法崎南西端）
ア　基点１から真方位２９４度３０分・２３５メートルのところ
イ　基点１から真方位２６７度４５分・１８４メートルのところ
ウ　基点１から真方位２５７度・３４８メートルのところ
エ　基点１から真方位２７６度４５分・３３４メートルのところ

第１種区画漁業 真珠養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市御所浦町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
　(２)　港湾管理者が行
う事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らな
い。

天区第２
０１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ及びウを順次に結んだ線と最大高潮時海岸線
とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３２号（熊本県漁場基点
天第２３号（江後北端）と天第２２号（江樋戸港防波堤灯
台）を見通した線から天第２３号を基点として右へ２９度５
分の線が上天草市大矢野町中宮津地先のくるまえび養
殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第２４号（上天草市大矢野町
手取島頂点）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３０度・２０５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３８度・１８０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１５４度５５分・２０５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次の基点１とア及び基点１とイを結んだ線及び最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３２号（熊本県漁場基点
天第２３号（江後北端）と天第２２号（江樋戸港防波堤灯
台）を見通した線から天第２３号を基点として右へ２９度５
分の線が上天草市大矢野町中宮津地先のくるまえび養
殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第２４号（上天草市大矢野町
手取島頂点）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３０度・２００メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１９度１５分・３２０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０３号

株式会社丸山えび 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及び基点１を順次に結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３３０号（熊本県漁場基点
天第３５号（横島南西端）と天第３８号（カネカキ鼻北東
端）を見通した線から天第３５号を基点として右へ２９８度
４７分の線が上天草市大矢野町中海部田の陸岸と交わ
るところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３５号（上天草市大矢野町
横島南西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４２度２０分・１２５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４７度１０分・１３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５７度５分・１１５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４０度１０分・１３５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４９度４０分・５０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０４号

有限会社丸山水産 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁業基点天第３２９号（熊本県漁場基点
天第３５号（横島南西端）と天第３８号（上天草市大矢野
町中野米カネカキ鼻北東端）を見通した線から天第３５号
を基点として右へ３１８度の線が上天草市大矢野町中海
部田の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３５号（上天草市大矢野町
横島町南西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２０９度３５分・２０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５４度・１１５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５８度５５分・９５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２８５度１５分・１１５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１６度４０分・８５メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ７度３０分・５０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
０５号

株式会社丸山えび 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３２９号（熊本県漁場基点
天第３５号（横島南西端）と天第３８号（カネカキ鼻北東
端）を見通した線から天第３５号を基点として右へ３１８度
の線が上天草市大矢野町中海部田の陸岸と交わるとこ
ろ）
基点２　熊本県漁場基点天第３５号（上天草市大矢野町
横島南西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２８度・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５４度１５分・１３５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５８度５５分・１１５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５４度・１１５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２０９度３５分・２０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０６号

西岡　辰彦 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エを順次に結んだ線と最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２２号（熊本県漁場基点
天第３８号（カネカキ鼻北東端）と天第３５号（横島南西
端）を見通した線から天第３８号を基点として右へ１５３度
の線が上天草市大矢野町中野米北側地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３８号（上天草市大矢野町
中野米カネカキ鼻北東端（西大維橋橋脚台北側角基
部））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６１度３０分・１２５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度・９０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１４度１５分・２００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０度４５分・２５０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０７号

山﨑　一幸 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２２号（熊本県漁場基点
天第３８号（カネカキ鼻北東端）と天第３５号（横島南西
端）を見通した線から天第３８号を基点として右へ１５３度
の線が上天草市大矢野町中野米北側地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３８号（上天草市大矢野町
中野米カネカキ鼻北東端（西大維橋橋脚台北側角基
部））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２３度・３６０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２９度・３３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１７度４５分・２２５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９９度４５分・２５５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０２度４５分・２９０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１７度４５分・３５０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
０８号

株式会社　フジオカ 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２２号（熊本県漁場基点
天第３８号（カネカキ鼻北東端）と天第３５号（横島南西
端）を見通した線から天第３８号を基点として右へ１５３度
の線が上天草市大矢野町中野米北側地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３８号（上天草市大矢野町
中野米カネカキ鼻北東端（西大維橋橋脚台北側角基
部））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３１度・３４８メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３６度４０分・２０８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３６度４０分・２１０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９１度３０分・２８０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９１度３０分・２９０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２０３度２５分・３９０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
０９号

有限会社丸仙水産 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ及び基点１を順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁業基点天第３００号（熊本県漁場基点
天第５０号（上天草市大矢野町維和大桜鼻南端）と天第
３７号（上天草市大矢野町野牛島南端）を見通した線から
天第５０号を基点として右へ２３度４４分の線が陸岸と交
わるところ（大桜鼻東端））
基点２　熊本県漁業基点天第５０号（熊本県漁場基点天
第３７号（野牛島南端）と上天草市大矢野町横島北端を
見通した線から天第３７号を基点として右へ２８６度４０分
の線と、天第４０号（上天草市大矢野町野立治郎田鼻突
端東側突端）上天草市大矢野町禿島南端を見通した線
から天第４０号を基点として右へ３９度１５分の線との交
点（大桜鼻南端））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９１度３５分・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２１度３５分・８７メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
１０号

有限会社丸仙水産 次の基点１とアを結んだ線と最大高潮時海岸線とによっ
て囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２９９号（熊本県漁場基点
天第５０号（大桜鼻南端）と天第３７号（野牛島南端）を見
通した線から天第５０号を基点として右へ６９度５６分の
線が陸岸と交わるところ（野牛島北東端））
基点２　熊本県漁場基点天第５０号（熊本県漁場基点天
第３７号（野牛島南端）と横島北端を見通した線から天第
３７号を基点として右へ２８６度４０分の線と、天第４０号
（治郎田鼻突堤東側突端）と禿島南端を見通した線から
天第４０号を基点として右へ３９度１５分の線との交点（大
桜鼻南端））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９９度・７０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
１１号

山﨑　一幸 上天草市大矢野町維
和地先

次の基点１、ア、イ、ウ、及びエを順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２９２号（熊本県漁場基点
天第４３号（神崎鼻南端）と火第２号（宇城市三角町三角
港荷島灯台）を見通した線から天第４３号を基点として右
へ９３度の線が上天草市大矢野町維和千崎の陸岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ０度・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４２度・１４５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９８度・１２０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３８度・１２０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
１２号

山﨑　宝 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１２号（熊本県漁場基点
天第４３号（神崎鼻南端）と火第２号（宇城市三角町三角
港荷島灯台）を見通した線から天第４３号を基点として右
へ２７８度３０分の線が上天草市大矢野町維和梅の木の
陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４７度１５分・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２度１５分・１７５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４３度・９５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３８度・７５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
１３号

山﨑　宝 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、及びウを順次に結んだ線と最大高潮時海岸
線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１２号（熊本県漁場基点
天第４３号（神崎鼻南端）と火第２号（宇城市三角町三角
港荷島灯台）を見通した線から天第４３号を基点として右
へ２７８度３０分の線が上天草市大矢野町維和梅の木の
陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３８度・７５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４３度・９５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９３度２０分・７０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
１４号

有限会社寿益水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１５号（熊本県漁場基点
天第３７号（野牛島南端）と天第５０号（大桜鼻南端）を見
通した線から天第３７号を基点として右へ３９度４６分２０
秒の線が上天草市大矢野町維和千束地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３７号（上天草市大矢野町
野牛島南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１９度・２９メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９４度・８０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０６度・９０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１５０度３０分・１０６メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６４度３０分・９５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
１５号

丸山　正二郎 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、及び基点１を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３０５号（熊本県漁場基点
天第５０号（上天草市大矢野町維和大桜鼻南端）と天第
２２９号（上天草市大矢野野牛島北東端）を見通した線か
ら天第５０号を基点として右へ２３５度１０分の線が上天
草市大矢野町維和千束の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５０号（熊本県漁場基点天
第３７号（上天草市大矢野町野牛島南端）と上天草市大
矢野町横島北端を見通した線から天第３７号を基点とし
て右へ２８６度４０分の線と天第４０号（上天草市大矢野
登立治朗田鼻突堤東側突端）と上天草市大矢野町禿島
南端を見通した線から天第４０号を基点として右へ３９度
１５分の線との交点（大桜鼻南端））
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１０度３０分・８０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ７度３０分・１２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４度２０分・１００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４３度３０分・７６メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
１６号

有限会社丸山水産 上天草市大矢野町維
和地先

次の基点１、ア及びイを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３０６号（熊本県漁場基点
天第３６号（横島中鼻東端）と上天草市松島町下大戸ノ
鼻灯台を見通した線から天第３６号を基点として右へ２５
９度５２分の線が上天草市大矢野町小太夫の陸岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３６号（上天草市大矢野町
横島中鼻東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０５度４０分・１０７メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９０度３０分・１２５メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
１７号

山﨑　計 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３１４号（熊本県漁場基点
天第５１号（笹島北端）と天第３６号（横島中鼻東端）を見
通した線から天第５１号を基点として右へ１０８度２３分の
線が上天草市大矢野町維和小鷺浦の陸岸と交わるとこ
ろ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８３度３０分・３００メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８１度３０分・２９５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８３度３０分・２６０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８３度３０分・１９０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９７度３０分・１８５メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
１８号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３１６号（熊本県漁場基点
天第５１号（笹島北端）と天第３６号（横島中鼻東端）を見
通した線から天第５１号を基点として右へ１３４度６分の
線が上天草市大矢野町大字維和白須地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２３度３０分・４０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５８度１０分・２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３８度２０分・１１５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２１４度２５分・１３０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９９度３０分・１０５メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８７度・１３０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
１９号

有限会社寿益水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１８号（熊本県漁場基点
天第５１号（笹島北端）と天第３６号（横島中鼻東端）を見
通した線から天第５１号を基点として右へ１５８度３１分の
線が上天草市大矢野町維和大鷺ノ浦地先のくるまえび
養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８２度３０分・１３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６３度４５分・１２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６３度４５分・１００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ７５度３０分・７２メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９８度４０分・１１０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２０号

益田　和安 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、及び基点１を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３２１号（熊本県漁場基点
天第５１号（笹島南端）と天第３６号（上天草市大矢野町
横島中鼻東端）を見通した線から天第５１号を基点として
右へ１１６度３８分２０秒の線が上天草市大矢野町維和白
須の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６８度・９５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９０度３０分・５５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８５度・５０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２９度・３０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２１号

江口　昭一 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、基点１、ウ、エ、及びオを順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１９号（熊本県漁場基点
天第５２号(笹島東端)と上天草市松島町下大戸ノ鼻灯台
を見通した線から天第５２号を基点として右へ３２４度４１
分の線が上天草市大矢野町維和大鷺ノ浦地先のくるま
えび養殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５２号（上天草市大矢野町
笹島東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２３度・６５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２４度３０分・６８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１５８度１０分・３４メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３４度３０分・３５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１４４度・６５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
２２号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びコを順次に結
んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３２４号（熊本県漁場基点
天第５２号（笹島東端）と上天草市松島町下大戸ノ鼻灯
台を見通した線から天第５２号を基点として右へ３２８度６
分の線が上天草市大矢野町維和下山の陸岸と交わると
ころ）
基点２　熊本県漁場基点天第５２号（上天草市大矢野町
笹島東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度１５分・５２メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３４度１５分・７４メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度１５分・７２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度１５分・１１６メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２５度２５分・１２０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０８度４５分・９０メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２７１度１５分・５５メートルのところ
ク　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２７１度１５分・４８メートルのところ
ケ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４３度３０分・４８メートルのところ
コ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３２度２５分・２５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２３号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及び基点１を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２１号（熊本県漁場基点
天第３１号（長砂連角の鼻南端）と上天草市松島町下大
戸ノ鼻灯台を見通した線から天第３１号を基点として右へ
３３３度１分の線が上天草市大矢野町維和島上大戸ノ鼻
の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３１号（上天草市大矢野町
中長砂連角の鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３度・２２５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１度３０分・２００メートルのところ
ウ　基点１から基点２を見通した線上、基点１から１００
メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５５度・５５メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
２４号

有限会社山本水産 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第８２号（上天草市松島町樋
合漁港西側防波堤基部から防波堤に沿って東へ１００
メートルのところ）
ア　基点１と上天草市松島町樋合島北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３３９度２０分・１８１メートルの
ところ
イ　基点１と樋合島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４５度１５分・１８８メートルのところ
ウ　基点１と樋合島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７度５分・１８２メートルのところ
エ　基点１と樋合島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１４度２０分・８８メートルのところ
オ　基点１と樋合島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２６度３０分・９６メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２５号

株式会社日興水産 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
基点２　熊本県漁場基点天第８６号（上天草市松島町兄
弟島北西側小島頂点）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２４度４０分・７３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３２度５分・６３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３６度３０分・６９２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３２度３０分・７５５メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
２６号

有限会社山本水産 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３６号（上天草市松島町
合津永友６８１５番地西側突堤南端）
基点２　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４５度２０分・３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４１度１５分・５５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３０度・１８５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３４度４０分・２２０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度３０分・２５５メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度３０分・１１０メートルのところ

第２種区画漁業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２７号

益田　源光 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３６号（上天草市松島町
合津永友６８１５番地西側突堤南端）
基点２　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度３０分・１１０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点２を基点として
右へ３４０度３０分・２５５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４３度４０分・２７０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４５度・２７０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４９度２０分・３２０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５４度３０分・３６５メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５６度４５分・３７５メートルのところ
ク　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５０度３０分・２２０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
２８号

株式会社森重水産 上天草市松島町合津
地先

次のアとイを結んだ線及びウとエを結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２８号（熊本県漁場基点
天第７５号と天第７４号（大池島西端）を見通した線から
天第７５号を基点として右へ１６１度２８分の線が上天草
市松島町永浦島横島地先のくるまえび養殖場護岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第７４号（上天草市松島町大
池島西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２６度１５分・１２２メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２５度５５分・１４２メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１４５度４０分・３４２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６７度５分・２９８メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市松島町

天区第２
２９号

有限会社えびます 天草市有明町楠甫地
先

次のア、イ、ウ、エを順次に結んだ線及びオ、カ、キを順
次に結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた区
域
基点１　熊本県漁場基点天第９３号（天草市有明町黒木
島頂点）
基点２　熊本県漁場基点天第９４号（天草市有明町龍崎
北東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２１８度５分・３０８メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２８度３５分・３２８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３１度・３０８メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５２度・８８メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６５度・１６５メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１５８度４５分・２３３メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９２度２０分・３７５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町及び上
天草市松島町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
３０号

株式会社海老の宮川 天草市有明町赤崎地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１０３号（天草市有明町赤
崎港西側埋立地の東側防波堤突端と肥後赤崎港防波
堤灯台を見通した線から埋立地東側防波堤突端を基点
として右へ２８７度１０分の線が赤崎港西側防波堤と交わ
るところ）
基点２　天草市有明町肥後赤崎港防波堤灯台
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１４８度５０分・４３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６６度４５分・４３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１７２度１５分・３１２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１７３度４０分・２６９メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１７５度１０分・１４０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２９度４５分・１７８メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
３１号

株式会社海老の宮川 天草市有明町島子地
先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１１０号（天草市有明町島
子漁港（春葉山）防波堤南側取付基部）
基点２　基点１と天草市有明町大島子野崎北端を見通し
た線から基点１を基点として右へ３４９度５８分の線が陸
岸と交わるところ
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５５度４０分の線が最大高潮時海岸線と交わるとこ
ろ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４度５５分・７１７メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５７度２０分・４８０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４８度２０分の線が最大高潮時海岸線と交わるとこ
ろ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
３２号

株式会社海老の宮川 天草市有明町島子地
先

次の基点２、ア、イ及びウを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１１０号（天草市有明町島
子漁港（春葉山）防波堤南側取付基部）
基点２　基点１と天草市有明町大島子字野崎北端を見通
した線から基点１を基点として右へ３４９度５８分の線が
最大高潮時海岸線と交わるところ
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６度・８３９メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４度１０分・７１８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５５度４０分の線が最大高潮時海岸線と交わるとこ
ろ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
３３号

株式会社海老の宮川 天草市有明町島子地
先

次の基点１、ア、イ及び基点２を順次に結んだ線と最大
高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　基点３と天草市有明町大島子野崎北端を見通し
た線から基点３を基点として右へ３４９度５８分の線が最
大高潮時海岸線と交わるところ
基点２　基点３と野崎北端を見通した線から基点３を基点
として右へ３５７度５５分の線が最大高潮時海岸線と交わ
るところ
基点３　熊本県漁場基点天第１１０号（天草市有明町島
子漁港（春葉山）防波堤南側取付基部）
ア　基点１と基点３を見通した線から基点１を基点として
右へ３１０度・１５３メートルのところ
イ　基点１と基点３を見通した線から基点１を基点として
右へ２２３度３０分・４８５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
３４号

五和町養殖漁業生産
組合

天草市五和町御領地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びアを順次に結
んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１２０号（天草市五和町長
崎鼻南端）
基点２　熊本県天草市五和町御領漁港北側防波堤灯台
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２７度・２５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３７度３０分・２４８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５７度１５分・３２２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４度２０分・３６６メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４３度４５分・３４０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５１度３５分・２９５メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６０度４０分・２２０メートルのところ
ク　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５６度５５分・１６９メートルのところ
ケ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６５度３５分・１４１メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市五和町

天区第２
３５号

沿岸魚類開発株式会
社

天草市五和町御領地
先

次のア、イ、ウ、エ及び基点１を順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１２２号（天草市五和町長
崎鼻北端）
基点２　熊本県漁場基点天第１２３号（天草市五和町大
島若宮北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２５度２０分・２５３メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３７度２５分・２７０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５２度・２１５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１度２５分・１３５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市五和町

天区第２
３６号

杉元水産有限会社 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７５号（天草市河浦町宮
野河内南本郷越地防波堤南東端）
基点２　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５度・７５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３４度・１００メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度・２３５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２度３０分・２８５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２１度１５分・３１０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
３７号

杉元水産有限会社 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　熊本県漁場基点天第３７５号（天草市河浦町宮
野河内上平本郷南防波堤突端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１７度３０分・６１８メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２度・５９０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０度４５分・６１０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０度・６９５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０度１５分・７１５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
３８号

岡﨑　良一 天草市新和町中田地
先

次のアとイを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８８号（天草市河浦町宮
野河内野崎北端）
基点２　熊本県漁場基点天第１８９号（天草市新和町親
崎南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度４０分・１，０９７メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３７度４０分・１，１３１メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市新和町中田地
先



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
３９号

株式会社海老の宮川 天草市新和町大多尾
地先

次のアとイを結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲
まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３４号（熊本県漁場基点
天第２０５号（天草市下浦町船場瀬崎鼻南端）と天第２０
２号（天草市新和町樫浦北端）を見通した線から天第２０
５号を基点として右へ３５６度４２分の線が天草市新和町
大多尾樫浦の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第２０５号（天草市下浦町船
場瀬崎南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４２度・２０８メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３度３０分・１８５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市新和町

天区第２
４０号

株式会社海老の宮川 天草市楠浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３５号（天草市楠浦町立
浦鳴子鼻東端）
基点２　熊本県漁場基点天第２０３号（天草市新和町大
多尾樫浦北西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４８度４５分・２３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５９度２０分・１９５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４０度・１００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１５度５５分・８０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６３度３０分・６５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市楠浦町

天区第２
４１号

有限会社天草車エビ 天草市栖本町古江地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１８号（天草市栖本町沖
の瀬鼻）
基点２　熊本県漁場基点天第２１７号（天草市栖本町猪
子田漁港沖の瀬防波堤南側取付基部）
ア　基点１と天草市倉岳町浜田船溜南側防波堤南東角
を見通した線から基点１を基点として右へ１１５度１０分・
１０メートルのところ
イ　基点１と南側防波堤南東角を見通した線から基点１
を基点として右へ２２度５０分・２１メートルのところ
ウ　基点１と南側防波堤南東角を見通した線から基点１
を基点として右へ８２度１５分・１１８メートルのところ
エ　基点２と天草市新和町横島灯台北端を見通した線か
ら基点２を基点として右へ３０４度５０分・１２６メートルの
ところ
オ　基点２と横島灯台北端を見通した線から基点２を基
点として右へ３９度・３８メートルのところ
カ　基点２と横島灯台北端を見通した線から基点２を基
点として右へ２４４度５０分・２５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市栖本町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
４２号

株式会社海老の宮川 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳町棚
底小島頂点）
基点２　熊本県漁場基点天第２２５号（天草市倉岳町棚
底亀石防波堤突端の南角）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６０度２５分・６８０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５９度５０分・６７８メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６５度１０分・５４２メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４０度・５５５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度５分・７８８メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度５５分・７８５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市倉岳町

天区第２
４３号

魚本　正一郎 天草市倉岳町鳴川地
先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳町棚
底小島頂点）
基点２　上天草市龍ヶ岳町大道鳴子浦南端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８１度３０分・４４５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８０度３５分・３２７メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２０度・３４０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１９度・３５０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市倉岳町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
４４号

宮川水産株式会社 上天草市姫戸町牟田
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びキを順次に結んだ線と最
大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３５０号（上天草市姫戸町
牟田外北側防波堤中央屈曲部外角）
基点２　熊本県漁場基点天第２４７号（上天草市姫戸町
舟揚島西端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２０度３５分・３７７メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２４度４５分・３８０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ４８度２０分・６０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３６度５０分・３１８メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３８度３０分・１８３メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２０度５５分・６３メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８７度５５分・７８メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市姫戸町

天区第２
４６号

株式会社　フジオカ 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、基点１及びウを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２３号（熊本県漁場基点
天第３９号（上天草市大矢野町野牛島北端）と天第４０号
（上天草市大矢野町登立治郎田鼻突堤東側突端）を見
通した線から天第３９号を基点として右へ３２６度４５分の
線が上天草市大矢野町登立治郎田地先のくるまえび養
殖場護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点火第３９号
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２７度４０分・１９５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９４度３０分・１３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８４度１０分・１２０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
４７号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びカを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４２４号（熊本県漁場基点
天第４３号（上天草市大矢野町登立神崎鼻南端）と天第
２８４号（上天草市大矢野町塔ノ崎北西端）を見通した線
から天第４３号を基点として右へ４度３０分の線が塔ノ崎
北側くるまえび養殖場北側護岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点火第４３号
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４２度５０分・４３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４４度５分・４２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４９度５分・３２０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３８度２０分・２５０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２４度５分・２３０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１５度・３８０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
４８号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イを結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３３３号（熊本県漁場基点
天第２８号（上天草市大矢野町中ヤトリ瀬東側突端と熊
本県漁場基点天第２７号（上天草市大矢野町中ヤトリ瀬
西側突端）を見通した線から同突端を基点として右へ１７
３度１６５．５メートルのところ）とヤトリ瀬東側鼻を見通し
た線から天第２８号を基点として右へ２０２度４５分の線
が上天草市松島町永浦島の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第２８号
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５度１５分・３１５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２０度・３１５メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第２
４９号

増田　俊也 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線と最大高
潮時海岸
線によって囲まれた区域
　　　ア　北緯３２度３４分４．２秒、東経１３０度２６分４７．
９秒
　　　イ　北緯３２度３４分４秒、東経１３０度２６分４６．４秒
　　　ウ　北緯３２度３４分８．７秒、東経１３０度２６分４５．
９秒
　　　エ　北緯３２度３４分９．１秒、東経１３０度２６分５２．
９秒
　　　オ　北緯３２度３４分４．７秒、東経１３０度２６分５０．
９秒

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第２
５０号

株式会社　海老の宮川 天草市有明町大浦地
先

次の基点１、ア、イ、ウを順次結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域。
基点１　熊本県漁場基点天第４３０号（熊本県漁場基点
天第９３号（黒木島頂点）と天第９４号（龍崎北東端）を見
通した線から天第９３号を基点として右へ３１０度１２分の
線が天草市有明町釘島の最大高潮時海岸線と交わると
ころ。）
ア　基点１と天草市有明町楠甫黒木島頂点を見通した線
から基点１を基点として右へ４５度・３０８メートルのところ
イ　ウからエを見通した線上、ウから１７０メートルのとこ
ろ
ウ　基点１と黒木島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ９７度５０分・２４６メートルのところ（防波堤突端
中央）
エ　基点１と黒木島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ５７度２０分の線が最大高潮時海岸線と交わる
ところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第２
５１号

株式会社　海老の宮川 天草市有明町大浦地
先

次のア、イとウ、エを結んだ線と最大高潮時海岸線とに
よって囲まれた区域。
基点１　熊本県漁場基点天第４３０号（熊本県漁場基点
天第９３号（黒木島頂点）と天第９４号（龍崎北東端）を見
通した線から天第９３号を基点として右へ３１０度１２分の
線が天草市有明町釘島の最大高潮時海岸線と交わると
ころ。）
基点２　熊本県漁場基点天第４３１号（熊本県漁場基点
天第９３号（黒木島頂点）と天第９４号（龍崎北東端）を見
通した線から天第９３号を基点として右へ２７０度５分の
線が天草市有明町大字楠甫の最大高潮時海岸線と交
わるところ。）
基点３　熊本県漁場基点天第９３号（天草市有明町黒木
島頂点）
ア　基点１と基点３を見通した線から基点１を基点として
右へ９７度５０分・２４６メートルのところ
イ　基点１と基点３を見通した線から基点１を基点として
右へ５７度２０分の線が最大高潮時海岸線と交わるところ
ウ　基点２と基点３を見通した線から基点２を基点として
右へ３０８度１５分・１３２メートルのところ
エ　基点１と基点３を見通した線から基点１を基点として
右へ７７度・４３０メートルのところ

第２種区画漁業 くるまえび養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 天草市有明町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第３
０１号

江口　幸伸 上天草市大矢野町維
和地先

次の基点１、ア及びイを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２９２号（熊本県漁場基点
天第４３号（神崎鼻南端）と火第２号（宇城市三角町三角
港荷島灯台）を見通した線から天第４３号を基点として右
へ９３度の線が上天草市大矢野町維和千崎の陸岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ０度・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５１度・１８０メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第３
０２号

山﨑　宝 上天草市大矢野町維
和地先

上天草市大矢野町維和地先
(４)　漁場の区域　次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１２号（熊本県漁場基点
天第４３号（神崎鼻南端）と火第２号（三角港荷島灯台）を
見通した線から天第４３号を基点として右へ２７８度３０分
の線が上天草市大矢野町維和梅の木の陸岸と交わると
ころ）
基点２　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４７度・１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４７度・１６５メートルのところ
ウ　基点１から基点２を見通した線上、基点１から１７０
メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２１度・１８５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２度１５分・１７５メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町

天区第３
０３号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３１６号（熊本県漁場基点
天第５１号（上天草市大矢野町笹島北端）と天第３６号
（上天草市大矢野町横島中鼻東端）を見通した線から天
第５１号を基点として右へ１３４度６分の線が上天草市大
矢野町維和白須地先のくるまえび養殖場護岸と交わると
ころ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０４度２０分・９０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１００度２０分・１１０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ７６度３０分・１００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５８度１０分・２０メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２３度３０分・４０メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第３
０４号

山崎　和春 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１８号（熊本県漁場基点
天第５１号（上天草市大矢野町笹島北端）と天第３６号
（上天草市大矢野町横島中鼻東端）を見通した線から天
第５１号を基点として右へ１５８度３１分の線が上天草市
大矢野町維和大鷺ノ浦地先のくるまえび養殖場護岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（天草郡大矢野町笹
島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ７０度３５分・１６０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６３度・１６０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６３度・１２０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８２度２０分・１４０メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第３
０５号

有限会社山哲水産 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４１８号（熊本県漁場基点
天第５１号（上天草市大矢野町笹島北端）と天第３６号
（上天草市大矢野町横島中鼻東端）を見通した線から天
第５１号を基点として右へ１５８度３１分の線が上天草市
大矢野町維和大鷺ノ浦地先のくるまえび養殖場護岸と交
わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０４度４５分・９５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ９５度２０分・７５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１５度３０分・６０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１２２度３０分・９５メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第３
０６号

益田　和安 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びクを順次に結んだ線と
最大高潮時海岸線とによって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３２１号（熊本県漁場基点
天第５１号（上天草市大矢野町笹島北端）と天第３６号
（上天草市大矢野町横島中鼻東）を見通した線から天第
５１号を基点として右へ１１６度３８分２０秒の線が上天草
市大矢野町維和白須の陸岸と交わるところ）
基点２　熊本県漁場基点天第５１号（上天草市大矢野町
笹島北端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８２度２５分・１２７メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９３度２５分・１２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２７度・９５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２９度２０分・８４メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２９度・３０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８５度・５０メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９０度３０分・５５メートルのところ
ク　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１６８度・９５メートルのところ

第２種区画漁業 かに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１５年８月３１日まで

個別 上天草市大矢野町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第４
０２号

天草漁業協同組合 天草市新和町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度２２分４．６秒、東経１３０度１４分５２．７秒
イ　北緯３２度２０分１８．４秒、東経１３０度１３分３８．６秒
ウ　北緯３２度２０分３２．６秒、東経１３０度１３分１０．３秒
エ　北緯３２度２１分４３．４秒、東経１３０度１３分５９．７秒
オ　北緯３２度２１分３８．３秒、東経１３０度１４分９．９秒
カ　北緯３２度２２分１３．７秒、東経１３０度１４分３４．６秒

第１種区画漁業 くろまぐろ小割式養殖
業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　生け簀毎に生け簀
番号を記した標識を設
置しなければならない。
(３)　生け簀番号毎の飼
育尾数を毎月記録し、
１年分を翌年２月末日
までに県に報告しなけ
ればならない。
(４)　当該漁業権に係る
漁場の区域において設
置する養殖の用に供す
る施設は、以下の規模
を超えてはならない。た
だし、生け簀の総面積
が１２６，６２０平方メー
トルを超えない範囲内
で、生け簀の形状、規
格又は台数を変更する
ことは差し支えない。
　　　　　形状：長円形
　　　　　規格：長径５８
メートル及び短径５２
メートル
　　　　　台数：５２台



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第４
０３号

栖本漁業協同組合 天草市栖本町白戸地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同
市栖本町との海岸における境界（船瀬鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見
通した線から基点１を基点として右へ６０度・１，５９５メー
トルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ７１度・１，７３５メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ１１１度４５分・９００メートルのと
ころ
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ９９度３０分・５８５メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 くろまぐろ小割式養殖
業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　生け簀毎に生け簀
番号を記した標識を設
置しなければならない。
(３)　生け簀番号毎の飼
育尾数を毎月記録し、
１年分を翌年２月末日
までに県に報告しなけ
ればならない。
　(４)　当該漁業権に係
る漁場の区域において
設置する養殖の用に供
する施設は、以下の規
模を超えてはならな
い。ただし、生け簀の総
面積が１９，６２５平方
メートルを超えない範
囲内で、生け簀の形
状、規格又は台数を変
更することは差し支え
ない。
　　　　　形状：円形
　　　　　規格：直径５０
メートル
　　　　　台数：１０台
　(５)　当該漁業権に係
る区画漁業で種苗の活
込みに用いられる養殖
用種苗は、人工種苗で
なく はならな天区第４

０４号
栖本漁業協同組合 天草市栖本町白戸地

先
次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同
市栖本町との海岸における境界（船瀬鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見
通した線から基点１を基点として右へ３７度・１，５３５メー
トルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ５０度・１，５４５メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ６２度３０分・６２０メートルのとこ
ろ
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ２９度・５９５メートルのところ

第１種区画漁業 くろまぐろ小割式養殖
業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　生け簀毎に生け簀
番号を記した標識を設
置しなければならない。
(３)　生け簀番号毎の飼
育尾数を毎月記録し、
１年分を翌年２月末日
までに県に報告しなけ
ればならない。
　(４)　当該漁業権に係
る漁場の区域において
設置する養殖の用に供
する施設は、以下の規
模を超えてはならな
い。ただし、生け簀の総
面積が１５，７００平方
メートルを超えない範
囲内で、生け簀の形
状、規格又は台数を変
更することは差し支え
ない。
　　　　　形状：円形
　　　　　規格：直径５０
メートル
　　　　　台数：８台
(５)　当該漁業権に係る
区画漁業で種苗の活込
みに用いられる養殖用
種苗は、人工種苗でな
く はならな天区第５

０１号
天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上

地先
次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２０号（上天草市大矢野町
野釜漁港東側防波堤南側突端）
ア　基点１と上天草市大矢野町手取島頂点を見通した線
から基点１を基点として右へ４４度・４００メートルのところ
イ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２９度・６７０メートルのところ
ウ　基点１から手取島頂点を見通した線から基点１を基
点として右へ５３度・８９０メートルのところ
エ　基点１から手取島頂点を見通した線から基点１を基
点として右へ７１度・７１０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，４７３平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
０２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２０号（上天草市大矢野町
野釜漁港東側防波堤南側突端）
ア　基点１と上天草市大矢野町手取島頂点を見通した線
から基点１を基点として右へ１５度３０分・１９０メートルの
ところ
イ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ１６度３０分・２９５メートルのところ
ウ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２６度３０分・３００メートルのところ
エ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３０度３０分・１９５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１，６２９平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０３号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２３号（上天草市大矢野町
中江後北端）
ア　基点１から真方位３２８度２３分・１，０００メートルのと
ころ
イ　基点１から真方位３１８度２３分・１，１２０メートルのと
ころ
ウ　基点１から真方位３２３度２３分・１，２４０メートルのと
ころ
エ　基点１から真方位３３２度２３分・１，１３０メートルのと
ころ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、３，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０４号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２号（上天草市大矢野町
江樋戸港防波堤灯台）
ア　基点１と上天草市大矢野町鳩之釜漁港２号防波堤突
端を見通した線から基点１を基点として右へ２度５５分・９
７２メートルのところ
イ　基点１と鳩之釜漁港２号防波堤突端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３５７度３０分・９４０メートルの
ところ
ウ　基点１と鳩之釜漁港２号防波堤突端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３５６度・１，０３７メートルのとこ
ろ
エ　基点１と鳩之釜漁港２号防波堤突端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ１度・１，０６０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１，１０４平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０５号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３４分４３．２秒、東経１３０度２３分３２．９秒
イ　北緯３２度３４分３７．０秒、東経１３０度２３分３４．６秒
ウ　北緯３２度３４分３４．４秒、東経１３０度２３分２３．５秒
エ　北緯３２度３４分４０．８秒、東経１３０度２３分２１．９秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、２，８２６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０６号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２６号（上天草市大矢野町
中満越鼻突端）
ア　基点１と上天草市大矢野町小泊東鼻突端を見通した
線から基点１を基点として右へ３５４度・５４５メートルのと
ころ
イ　基点１と小泊東鼻突端を見通した線から基点１を基
点として右へ３４７度・５５０メートルのところ
ウ　基点１と小泊東鼻突端を見通した線から基点１を基
点として右へ３４９度・６７０メートルのところ
エ　基点１と小泊東鼻突端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５５度・６６５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，３０４平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０７号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２６号（上天草市大矢野町
中満越鼻突端）
ア　基点１と上天草市大矢野町永浦島北東端を見通した
線から基点１を基点として右へ１２度・１５０メートルのとこ
ろ
イ　基点１と永浦島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２９８度・５０メートルのところ
ウ　基点１と永浦島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３０５度・２５０メートルのところ
エ　基点１と永浦島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３０度・３６０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、４，８００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
０８号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２３号（上天草市大矢野町
中江後北端）
ア　基点１と上天草市大矢野町手取島山頂を見通した線
から基点１を基点として右へ２８度１６分・５８７メートルの
ところ
イ　基点１と手取島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ２６度３３分・４４３メートルのところ
ウ　基点１と手取島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５度３０分・４４０メートルのところ
エ　基点１と手取島山頂を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５度・５８５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
０９号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３０６号（熊本県漁場基点
天第３６号（上天草市大矢野町横島中鼻東端）と上天草
市松島町下大戸ノ鼻灯台を見通した線から天第３６号を
基点として右へ２５９度５２分の線が上天草市大矢野町
小太夫の陸岸と交わるところ）
ア　基点１と上天草市大矢野町貝場漁港１号防波堤灯台
を見通した線から基点１を基点として右へ７１度２０分・１
０７メートルのところ
イ　基点１と貝場漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ２５度３分・１６１メートルのところ
ウ　基点１と貝場漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ３４２度５７分・１１９メートルのと
ころ
エ　基点１と貝場漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ２９９度２７分・１４メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、９８２平方メー
トルを超えてはならな
い。

天区第５
１０号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３２１号（熊本県漁場基点
天第５１号（上天草市大矢野町笹島北端）と天第３６号
（上天草市大矢野町横島中鼻東端）を見通した線から天
第５１号を基点として右へ１６６度３８分２０秒の線が上天
草市大矢野町維和白須の陸岸と交わるところ）
ア　基点１と上天草市大矢野町薩摩瀬灯標を見通した線
から基点１を基点として右へ９３度５６分・４１２メートルの
ところ
イ　基点１と薩摩瀬灯標を見通した線から基点１を基点と
して右へ１０度・２６０メートルのところ
ウ　基点１と薩摩瀬灯標を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４４度・１４５メートルのところ
エ　基点１と薩摩瀬灯標を見通した線から基点１を基点と
して右へ１１１度・３５０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、５，６６６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１１号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
ア　基点１から上天草市松島町樋合島南端を見通した線
上、基点１から３５０メートルのところ
イ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５２度３０分・５２０メートルのところ
ウ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１１度・６０５メートルのところ
エ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２３度３０分・４６５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町（阿村
を除く）及び天草市有明
町楠甫

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，９００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１２号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
ア　基点１と上天草市松島町樋合島南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３４６度１５分・９０５メートルの
ところ
イ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４４度１５分・１，１２０メートルのところ
ウ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５４度・１，１７０メートルのところ
エ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５８度・９６０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町（阿村
を除く）及び天草市有明
町楠甫

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，５００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
１３号

天草漁業協同組合 天草市天草町大江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９０号（天草市天草町軍
ケ浦矢寄鼻東端）
ア　基点１から真方位５６度２６分・２８０メートルのところ
イ　基点１から真方位９６度４５分・５４０メートルのところ
ウ　基点１から真方位１４１度・４８０メートルのところ
エ　基点１から真方位１７１度１５分・１６５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市天草町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、４，３９６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１４号

天草漁業協同組合 天草市天草町大江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３８９号（天草市天草町軍
ケ浦漁港西防波堤基部南側角）
ア　基点１と天草市天草町大江軍ケ浦下松瀬北東端を
見通した線から基点１を基点として右へ３１１度４５分・１１
０メートルのところ
イ　基点１と下松瀬北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５０度４５分・２１５メートルのところ
ウ　基点１と下松瀬北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２２度・１８５メートルのところ
エ　基点１と下松瀬北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２２度・３５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市天草町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、５６４平方メー
トルを超えてはならな
い。

天区第５
１５号

天草漁業協同組合 天草市天草町大江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３８８号（天草市天草町軍
ケ浦ワリ瀬の中央）
ア　基点１と天草市河浦町崎津番所鼻突端を見通した線
から基点１を基点として右へ３２９度・２０５メートルのとこ
ろ
イ　基点１と番所鼻突端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１３度・４１５メートルのところ
ウ　基点１と番所鼻突端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４５度３０分・３６５メートルのところ
エ　基点１と番所鼻突端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６１度４５分・６５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市天草町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、２，６３２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１６号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３８号（天草市河浦町崎
津鳴瀬鼻西端）
ア　基点１と天草市二浦町五通山頂点を見通した線から
基点１を基点として右へ３４７度３０分・８４１メートルのと
ころ
イ　基点１と五通山頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４９度５０分・９８５メートルのところ
ウ　基点１と五通山頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ５度２０分・１，００９メートルのところ
エ　基点１と五通山頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ９度５０分・８３６メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町河浦、今
富及び崎津並びに二浦
町亀浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、６，１１２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１７号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分４０．３秒、東経１３０度０分４５．０秒
イ　北緯３２度１８分４４．４秒、東経１３０度０分５２．３秒
ウ　北緯３２度１８分３６．１秒、東経１３０度０分５９．６秒
エ　北緯３２度１８分３２．０秒、東経１３０度０分５２．３秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町河浦、今
富及び崎津並びに二浦
町亀浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、７，２９９平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
１９号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１５９の１号（天草市茂串ヨ
ンガ鼻東端）
ア　基点１と天草市茂串湾前崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ２２度４５分・８３５メートルのところ
イ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１度２８分・６０７メートルのところ
ウ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９度３０分・５９０メートルのところ
エ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１１度３０分・７０５メートルのところ
オ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１０度・７８０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
２０号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１５９の１号（天草市茂串ヨ
ンガ鼻東端）
ア　基点１と天草市茂串湾前崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ１７度３０分・５００メートルのところ
イ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２３度・５１５メートルのところ
ウ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２７度３０分・４２０メートルのところ
エ　基点１と前崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２１度４５分・４０５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１，２００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２１号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６４号（天草市下須島白
瀬防波堤東端）
ア　基点１と天草市久玉町勝崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３０２度・５５５メートルのところ
イ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１５度・５６５メートルのところ
ウ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１９度２分・４１５メートルのところ
エ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３０１度１４分・４０２メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，４００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２２号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６４号（天草市下須島白
瀬防波堤東端）
ア　基点１と天草市久玉町勝崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３０度３０分・４０メートルのところ
イ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１７度・１４０メートルのところ
ウ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ８８度３０分・８３５メートルのところ
エ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１００度・８５０メートルのところ
オ　基点１と勝崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１２６度３０分・２１５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、３４，１００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２３号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６２号（天草市下須島馬
込鼻北端）
ア　基点１と天草市牛島北西端を見通した線から基点１
を基点として右へ８８度１５分・３８５メートルのところ
イ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７９度３０分・４５０メートルのところ
ウ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９４度１５分・６０５メートルのところ
エ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１０２度・５５５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、４，３００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２４号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６０号（天草市下須島下
の倉南東端）
ア　基点１と天草市法ケ島南端を見通した線から基点１
を基点として右へ１８度・２１５メートルのところ
イ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６２度・２４０メートルのところ
ウ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７８度・１５５メートルのところ
エ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１５０度・１６５メートルのところ
オ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１５７度３０分・１３５メートルのところ
カ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１２７度３０分・９０メートルのところ
キ　基点１と法ケ島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１２２度３０分・２５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、３，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
２５号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
ア　北緯３２度１１分３．６秒、東経１３０度３分６．５秒
イ　北緯３２度１０分４５．０秒、東経１３０度３分２６．２秒
ウ　北緯３２度１０分３５．９秒、東経１３０度３分１４．２秒
エ　北緯３２度１０分４０．７秒、東経１３０度３分９．１秒
オ　北緯３２度１０分３６．６秒、東経１３０度３分３．７秒
カ　北緯３２度１０分５２．５秒、東経１３０度２分４６．９秒
キ　北緯３２度１０分５８．２秒、東経１３０度２分５４．３秒
ク　北緯３２度１０分５６．０秒、東経１３０度２分５６．６秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、４５，５１０平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２６号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１２分８．３秒、東経１３０度２分９．８秒
イ　北緯３２度１２分９．９秒、東経１３０度２分１４．８秒
ウ　北緯３２度１１分４８．３
秒、東経１３０度２分２４．８秒
エ　北緯３２度１１分４６．４秒、東経１３０度２分２０．４秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２７号

天草漁業協同組合 天草市久玉町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６４号（天草市下須島白
瀬防波堤東端）
ア　基点１から真方位５２度２５分・１，３９０メートルのとこ
ろ
イ　基点１から真方位４５度１０分・１，０４５メートルのとこ
ろ
ウ　基点１から真方位１８度４５分・１，４９０メートルのとこ
ろ
エ　基点１から真方位２５度８分・１，６４１メートルのところ
オ　基点１から真方位３２度２７分・１，４７１メートルのとこ
ろ
カ　基点１から真方位３７度５５分・１，５７５メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市久玉町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２１，７５４平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２８号

天草漁業協同組合 天草市久玉町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７０号（天草市久玉町山
の浦杉浦鼻北端）
ア　基点１と天草市久玉町山の浦黒崎の鼻東端を見通し
た線から基点１を基点として右へ７度・５７０メートルのと
ころ
イ　基点１と黒崎の鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２１度３０分・６１０メートルのところ
ウ　基点１と黒崎の鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１度３０分・４３０メートルのところ
エ　基点１と黒崎の鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１１度３０分・３７０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市久玉町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、４，１０６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
２９号

天草漁業協同組合 天草市久玉町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７０号（天草市久玉町山
の浦杉浦鼻北端）
ア　基点１から真方位２度５５分・４９０メートルのところ
イ　基点１から真方位２１度４０分・４８５メートルのところ
ウ　基点１から真方位２２度４０分・４３０メートルのところ
エ　基点１から真方位９度４０分・３００メートルのところ
オ　基点１から真方位３４６度１０分・３３０メートルのところ
カ　基点１から真方位３５１度１０分・４２０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市久玉町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、４，１６０平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
３０号

天草漁業協同組合 天草市久玉町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７１号（天草市久玉町山
の浦小金ケ鼻南端）
ア　基点１と天草市久玉町山の浦八幡鼻西端を見通した
線から基点１を基点として右へ１１度３０分・４２５メートル
のところ
イ　基点１と八幡鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１０度・５４５メートルのところ
ウ　基点１と八幡鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１７度３０分・５６０メートルのところ
エ　基点１と八幡鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２０度３０分・４４０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市久玉町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１，５７０平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３１号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９１号（天草市深海町浅
海小金ケ鼻北西端）
ア　基点１と天草市深海町保木鼻西端を見通した線から
基点１を基点として右へ４度４５分・４０５メートルのところ
イ　基点１と保木鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２５０度・８５メートルのところ
ウ　基点１と保木鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２７１度３０分・２１５メートルのところ
エ　基点１と保木鼻西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４６度４５分・４５０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、８，２６８平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３２号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７５号（天草市深海町オテ
ガ鼻突端）
ア　基点１から真方位３３２度５０分・１０７メートルのところ
イ　基点１から真方位２４９度２０分・３２０メートルのところ
ウ　基点１から真方位２７８度５０分・５２５メートルのところ
エ　基点１から真方位３１５度３５分・４４０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、５，８９２平方
メートルを超えてはなら

天区第５
３３号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７７号（天草市深海漁港
東側防波堤取付基部から５９．４メートルのところ）
ア　基点１と天草市深海町オテガ崎東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ１０４度・６１０メートルのところ
イ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ８６度・２８０メートルのところ
ウ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ５８度・４４０メートルのところ
エ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ６０度・５４０メートルのところ
オ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ８０度・７３０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、８，７０４平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３４号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７７号（天草市深海漁港
東側防波堤取付基部から５９４メートルのところ）
ア　基点１と天草市深海町オテガ崎東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３４１度・２７０メートルのところ
イ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ３２３度３０分・４７０メートルのところ
ウ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ３２６度・５５０メートルのところ
エ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ３４３度・５４０メートルのところ
オ　基点１とオテガ崎東端を見通した線から基点１を基点
として右へ３４９度・２７０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２，６５５平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
３５号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７５号（天草市深海町オテ
ガ鼻北端）
ア　基点１と天草市深海町深海漁港灯台を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２６度
・４２５メートルのところ
イ　基点１と深海漁港灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ２８度・５８０メートルのところ
ウ　基点１と深海漁港灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３５度３０分・５８０メートルのところ
エ　基点１と深海漁港灯台を見通した線から基点１を基
点として右へ３７度・４２５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１，２３９平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３６号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９４号（天草市下平漁港１
号防波堤突端）
ア　基点１と天草市深海町鶴崎南端を見通した線から基
点１を基点として右へ２３度・２３５メートルのところ
イ　基点１と鶴崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４１度・３５５メートルのところ
ウ　基点１と鶴崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４８度３０分・３３５メートルのところ
エ　基点１と鶴崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３度３０分・２０３メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、８００平方メー
トルを超えてはならな
い。

天区第５
３７号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７９号（天草市深海町と同
市河浦町宮野河内との海岸線における漁業権の境界）
ア　基点１と天草市深海町産島南端を見通した線から基
点１を基点として右へ２９度３０分・１７０メートルのところ
イ　基点１と産島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１５度３０分・２６０メートルのところ
ウ　基点１と産島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１９度１５分・３２０メートルのところ
エ　基点１と産島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５６度３３分・６８２メートルのところ
オ　基点１と産島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６８度５５分・６３３メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、６，３７２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３８号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８７号（天草市河浦町宮
野河内野崎南端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内女岳山頂を見通した
線から基点１を基点として右へ２度２５分・７０９メートルの
ところ
イ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３３度３０分・８４８メートルのところ
ウ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４１度５５分・１，１０２メートルのところ
エ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３度５０分・１，００２メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１２，９６３平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
３９号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８７号（天草市河浦町宮
野河内野崎南端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内女岳山頂を見通した
線から基点１を基点として右へ３７度・１，０２３メートルの
ところ
イ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１１度５０分・７４７メートルのところ
ウ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ９度４５分・１，０４７メートルのところ
エ　基点１と女岳山頂を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９度４５分・１，２８６メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，２０８平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
４０号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８４号（天草市河浦町宮
野河内丸山鼻北西端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内野崎鼻南東端を見
通した線から基点１を基点として右へ３５０度・１，１６５
メートルのところ
イ　基点１と野崎鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ７度３０分・１，４６５メートルのところ
ウ　基点１と野崎鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１５度３０分・１，３００メートルのところ
エ　基点１と野崎鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５７度・９５０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１１，３８１平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４１号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８９号（天草市新和町親
崎南端）
ア　基点１と天草市新和町宮島北端を見通した線から基
点１を基点として右へ３８度・５５０メートルのところ
イ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３度３０分・７４０メートルのところ
ウ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５０度１７分・８５２メートルのところ
エ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５９度２４分・６９５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、８，７１５平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４２号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８９号（天草市新和町親
崎南端）
ア　基点１と天草市新和町宮島北端を見通した線から基
点１を基点として右へ６５度・８１０メートルのところ
イ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５６度１５分・９６０メートルのところ
ウ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６２度３０分・１，０６５メートルのところ
エ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ７１度３０分・９２０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、４，２７９平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４３号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２００号（天草市新和町天
附鼻南東端）
ア　基点１と天草市新和町小島東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３３２度５分・７６２メートルのところ
イ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３０５度・７３０メートルのところ
ウ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９３度１５分・１，０１０メートルのところ
エ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９９度３０分・１，０９０メートルのところ
オ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１３度４５分・８６０メートルのところ
カ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２９度２５分・８９７メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、９，５２７平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４４号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１４号（天草市戸の崎漁
港東側防波堤基部から南へ３０．６メートルのところ）
ア　基点１と天草市新和町横島北西端を見通した線から
基点１を基点として右へ３２１度
・１，１９５メートルのところ
イ　基点１と横島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１２度３０分・１，１４０メートルのところ
ウ　基点１と横島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３０８度・１，７３０メートルのところ
エ　基点１と横島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１３度３０分・１，７７０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　行使状況を毎年県
に報告しなければなら
ない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１０，８００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
４５号

天草漁業協同組合 天草市新和町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度２２分４．６秒、東経１３０度１４分５２．７秒
イ　北緯３２度２０分１８．４秒、東経１３０度１３分３８．６秒
ウ　北緯３２度２０分３２．６秒、東経１３０度１３分１０．３秒
エ　北緯３２度２１分４３．４秒、東経１３０度１３分５９．７秒
オ　北緯３２度２１分３８．３秒、東経１３０度１４分９．９秒
カ　北緯３２度２２分１３．７秒、東経１３０度１４分３４．６秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、６８，１８０平方
メートルを超えてはなら
ない。
(３)　生け簀毎に生け簀
番号を記した標識を設
置しなければならない。
(４)　生け簀番号毎の飼
育尾数を毎月記録し、
１年分を翌年２月末日
までに県に報告しなけ
ればならない。

天区第５
４６号

天草漁業協同組合 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９６号（天草市下血塚島
西端）
ア　基点１と天草市下浦町戸の崎西端を見通した線から
基点１を基点として右へ８１度３０分・３８２メートルのとこ
ろ
イ　基点１と戸の崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７６度３分・１２３メートルのところ
ウ　基点１と戸の崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１度４９分・５８８メートルのところ
エ　基点１と戸の崎西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２２度１５分・６６５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市楠浦町及び下
浦町

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１２，０９６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４７号

栖本漁業協同組合 天草市栖本町白戸地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１６号（天草市栖本町白
戸漁港南側防波堤基部から南側防波堤に沿って４０メー
トルのところ）
ア　基点１と天草市栖本町柳田防波堤突端を見通した線
から基点１を基点として右へ９度５５分・５８７メートルのと
ころ
イ　基点１と柳田防波堤突端を見通した線から基点１を
基点として右へ２５度３５分・６７７メートルのところ
ウ　基点１と柳田防波堤突端を見通した線から基点１を
基点として右へ５４度・４５０メートルのところ
エ　基点１と柳田防波堤突端を見通した線から基点１を
基点として右へ２０度３０分・２２０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、６，６５２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４８号

栖本漁業協同組合 天草市栖本町白戸地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同
市栖本町との海岸における境界（船瀬鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見
通した線から基点１を基点として右へ６０度・１，５９５メー
トルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ７１度・１，７３５メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ１１１度４５分・９００メートルのと
ころ
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ９９度３０分・５８５メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、３９，２５０平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
４９号

栖本漁業協同組合 天草市栖本町白戸地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１５号（天草市下浦町と同
市栖本町との海岸における境界（船瀬鼻南端））
ア　基点１と天草市栖本町栖本漁港１号防波堤灯台を見
通した線から基点１を基点として右へ３７度・１，５３５メー
トルのところ
イ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ５０度・１，５４５メートルのところ
ウ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ６２度３０分・６２０メートルのとこ
ろ
エ　基点１と栖本漁港１号防波堤灯台を見通した線から
基点１を基点として右へ２９度・５９５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、３１，４００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
５０号

栖本漁業協同組合 天草市栖本町古江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１８号（天草市栖本町沖
の瀬鼻）
ア　基点１と天草市倉岳町浜田船溜南側防波堤南東角
を見通した線から基点１を基点として右へ６２度・１１０
メートルのところ
イ　基点１と浜田船溜南側防波堤南東角を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３２３度・１００メートルのところ
ウ　基点１と浜田船溜南側防波堤南東角を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３４７度・１８５メートルのところ
エ　基点１と浜田船溜南側防波堤南東角を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３６度３０分・１９０メートルのと
ころ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市栖本町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、４００平方メー
トルを超えてはならな
い。

天区第５
５１号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ及びエを順次に結んだ線と最大高潮時海
岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９７号（天草市倉岳町落
人鼻東端）
ア　基点１と天草市倉岳町平瀬島北東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２１２度２０分の線が最大高潮
時海岸線と交わるところ
イ　基点１と平瀬島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３００度・３８０メートルのところ
ウ　基点１と平瀬島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１９度・２５０メートルのところ
エ　基点１と平瀬島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１９９度の線が最大高潮時海岸線と交わる
ところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町棚底地
先

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、５，９５２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５２号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２３分４２．２秒、東経１３０度１９分５３．６秒
イ　北緯３２度２３分２９．８秒、東経１３０度１９分４９．１秒
ウ　北緯３２度２３分２６．２秒、東経１３０度１９分５９．８秒
エ　北緯３２度２３分３８．６秒、東経１３０度２０分４．３秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１２，０００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５３号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２８号（上天草市龍ヶ岳町
横島北端）
ア　基点１と上天草市龍ヶ岳町切支丹鼻南西端を見通し
た線から基点１を基点として右へ１３３度５分・１，０２２
メートルのところ
イ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ１２０度３０分・１，００８メートルのところ
ウ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ１２１度５分・１，１１８メートルのところ
エ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ１３４度３０分・１，１４１メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，２６７平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５４号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０２号（上天草市龍ヶ岳町
赤崎大道漁港（赤崎地区）南側埋立地西端）
ア　基点１と上天草市龍ヶ岳町大道横島北端を見通した
線から基点１を基点として右へ１度３０分・８２０メートルの
ところ
イ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４度３０分・７１０メートルのところ
ウ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度１５分・６２５メートルのところ
エ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度・７８０メートルのところ
オ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５４度・７６０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，３１７平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
５５号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２２８号（上天草市龍ヶ岳町
横島北端）
ア　基点１と上天草市龍ヶ岳町切支丹鼻南西端を見通し
た線から基点１を基点として右へ４８度３０分・２６０メート
ルのところ
イ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ４３度１５分・４２５メートルのところ
ウ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ９５度・５７５メートルのところ
エ　基点１と切支丹鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ１０８度１５分・５４０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１９，３７１平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５６号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ及びオを順次に結んだ線と最大高潮
時海岸線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９８号（天草市御所浦町
猿子島北東端）
ア　イから基点１を見通した線からイを基点として右へ７３
度の線が上天草市龍ヶ岳町大道楠森島の陸岸と交わる
ところ
イ　基点１と楠森島南西端を見通した線から基点１を基
点として右へ４５度３０分・１，３７５メートルのところ
ウ　基点１と楠森島南西端を見通した線から基点１を基
点として右へ５３度１５分・９３０メートルのところ
エ　基点１と楠森島南西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３２度・９６０メートルのところ
オ　基点１と楠森島南西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３２度の線が楠森島の陸岸と交わるところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)  楠森島への航行に
支障がないように配慮
しなければならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１２，７７８平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５７号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１  天草市倉岳町宮田漁港西ノ原１号防波堤灯台と
上天草市龍ヶ岳町瓢箪島西端を見通した線から宮田漁
港西ノ原１号防波堤灯台を基点として右へ８度の線が上
天草市龍ヶ岳町大道ダテク島の最大高潮時海岸線と交
わるところ
ア  基点１と宮田漁港西ノ原１号防波堤灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ３１７度・５１０メートルのと
ころ
イ  基点１と宮田漁港西ノ原１号防波堤灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ１６度１５分・２２５メートル
のところ
ウ  基点１と宮田漁港西ノ原１号防波堤灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ２０３度・４７５メートルのと
ころ
エ  基点１と宮田漁港西ノ原１号防波堤灯台を見通した
線から基点１を基点として右へ２４４度３０分・６５５メート
ルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１５，３８６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
５８号

天草漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町高戸
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２３４号（上天草市龍ヶ岳町
和田鼻東端）
ア　基点１と上天草市龍ヶ岳町坊主島北東端を見通した
線から基点１を基点として右へ５０度３０分・２２０メートル
のところ
イ　基点１と坊主島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ０度３０分・５０５メートルのところ
ウ　基点１と坊主島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２０度３０分・６３０メートルのところ
エ　基点１と坊主島北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３４度３０分・５１５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町（大
道を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、９，１６６平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
５９号

樋島漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町樋島
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３０１号（上天草市龍ヶ岳町
竹島北側中央部突端）
ア　基点１と上天草市龍ヶ岳町椚島南東端を見通した線
から基点１を基点として右へ４４度１分１２秒・３００メート
ルのところ
イ　基点１と椚島南東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６８度・２５０メートルのところ
ウ　基点１と椚島南東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３６度４５分・１５メートルのところ
エ　基点１と椚島南東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２４２度１５分・２７０メートルのところ
オ　基点１と椚島南東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２７７度１２分・３６０メートルのところ
カ　基点１と椚島南東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３６度４５分・１９０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町（大
道を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、６，９００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６０号

樋島漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町樋島
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ及びアを順次に結
んだ線によって囲まれた区域
ア　北緯３２度２２分３７．７秒、東経１３０度２４分４３．６秒
イ　北緯３２度２２分２９．８秒、東経１３０度２４分４７．８秒
ウ　北緯３２度２２分２８．１秒、東経１３０度２４分４６．４秒
エ　北緯３２度２２分３１．８秒、東経１３０度２４分４４．６秒
オ　北緯３２度２２分２８．８秒、東経１３０度２４分３４．４秒
カ　北緯３２度２２分２２．８秒、東経１３０度２４分２４．７秒
キ　北緯３２度２２分１８．３秒、東経１３０度２４分３０．３
秒
ク　北緯３２度２２分１７．０秒、東経１３０度２４分２８．６秒
ケ　北緯３２度２２分２２．８秒、東経１３０度２４分２１．２秒

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町（大
道を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、５，２９９平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６１号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７２の２号（天草市御所浦
町本郷港１号防波堤灯台）
ア　基点１と天草市御所浦町眉島南端を見通した線から
基点１を基点として右へ２６１度
・１２５メートルのところ
イ　基点１と眉島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９３度・６２５メートルのところ
ウ　基点１と眉島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３０１度・６２０メートルのところ
エ　基点１と眉島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３０７度・４１０メートルのところ
オ　基点１と眉島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２６度３０分・１１０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、３，３８４平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６２号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７５号（天草市御所浦町
元浦中津鼻西端）
ア　基点１と天草市御所浦町弁天島南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ１０４度３０分・６１５メートルの
ところ
イ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９４度・２８５メートルのところ
ウ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２８９度３０分・２８０メートルのところ
エ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１７度５２分・３４３メートルのところ
オ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１３度・２４５メートルのところ
カ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ７８度４５分・５２０メートルのところ
キ　基点１と弁天島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９３度１５分・６２５メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者及び漁
港管理者が行う事業の
施行に対しては、正当
な理由がなければこれ
を拒んではならない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、６，２００平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
６３号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７８号（天草市御所浦町
大浦大場山鼻北東端）
ア　基点１と天草市御所浦町弁天島北西端を見通した線
から基点１を基点として右へ３４６度２１分・５２０メートル
のところ
イ　基点１と弁天島北西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５２度・８７０メートルのところ
ウ　基点１と弁天島北西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５５度・８６５メートルのところ
エ　基点１と弁天島北西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５５度３０分・９６５メートルのところ
オ　基点１と弁天島北西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５８度２４分・９６０メートルのところ
カ　基点１と弁天島北西端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５６度２６分・５０６メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体  天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１，８７２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６４号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３６９号（天草市御所浦町
大平島北西端）
ア  基点１と天草市御所浦町竹島ドフ鼻東端を見通した
線から基点１を基点として右へ３１６度・１１０メートルのと
ころ
イ  基点１と竹島ドフ鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３２３度３０分・３０メートルのところ
ウ  基点１と竹島ドフ鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２３８度１５分・１２５メートルのところ
エ  基点１と竹島ドフ鼻東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２６７度１５分・１６０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、５００平方メー
トルを超えてはならな
い。

天区第５
６５号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７８号（天草市御所浦町
大浦大場山鼻北東端）
ア　基点１から真方位３４１度５分・１，０７４メートルのとこ
ろ
イ　基点１から真方位３１９度２１分・７９２メートルのところ
ウ　基点１から真方位３０９度４６分・１，１５８メートルのと
ころ
エ　基点１から真方位３２７度５５分・１，３６８メートルのと
ころ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１９，６１６平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６６号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７８号（天草市御所浦町
大浦大場山鼻北東端）
ア　基点１と天草市御所浦町大平島南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３５８度３０分・９０８メートルの
ところ
イ　基点１と大平島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４４度・８８６メートルのところ
ウ　基点１と大平島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４４度２０分・１，１３５メートルのところ
エ　基点１と大平島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５５度４０分・１，１４９メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、４，４５２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
６７号

嵐口漁業協同組合　外
１組合

天草市御所浦町嵐口
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市御所浦町嵐口前島北東端
ア　基点１と天草市御所浦町嵐口崎北東端を見通した線
から基点１を基点として右へ２５６度３０分・２９５メートル
のところ
イ　基点１と嵐口崎北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２８３度４４分・４４２メートルのところ
ウ　基点１と嵐口崎北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１７度１８分・３５４メートルのところ
エ　基点１と嵐口崎北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１１度３７分・１２９メートルのところ

第１種区画漁業 魚類小割式養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町上脇、
下脇、上竹地、下竹
地、外平及び越地地区

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、７，４４２平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
８１号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町牧島
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２１９の１号（上天草市龍ヶ
岳町大道ダテク島南端）
基点２　熊本県漁場基点天第２２１号（天草市御所浦町
困窮島南端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５３度３０分・６５７メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５８度１５分・８０２メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３度４０分・７５１メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５度・５３７メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、わかめ養殖業（く
ろまぐろ養殖業を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、６，８００平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
９１号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町牧島
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２５３号（天草市御所浦町
牧島ヤキ崎北西端）
ア　基点１と天草市御所浦町牧島トビノ巣東端を見通し
た線から基点１を基点として右へ６０度・３８０メートルのと
ころ
イ　基点１と牧島トビノ巣東端を見通した線から基点１を
基点として右へ３１１度５０分・７４メートルのところ
ウ　基点１と牧島トビノ巣東端を見通した線から基点１を
基点として右へ３１２度５０分・３９８メートルのところ
エ　基点１と牧島トビノ巣東端を見通した線から基点１を
基点として右へ３２３度・５３８メートルのところ
オ　基点１と牧島トビノ巣東端を見通した線から基点１を
基点として右へ３４６度５０分・６３１メートルのところ
カ　基点１と牧島トビノ巣東端を見通した線から基点１を
基点として右へ１６度４０分・６５８メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、藻類、あわび養
殖業（くろまぐろ養殖業
を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２１，８０７平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
９２号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町牧島
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びアを順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９８号（天草市御所浦町
猿子島北東端）
ア　基点１から真方位３２度３１分・３４メートルのところ
イ　基点１から真方位８４度１８分・２８７メートルのところ
ウ　基点１から真方位１１７度４４分・３２０メートルのところ
エ　基点１から真方位１２９度４分・５５７メートルのところ
オ　基点１から真方位１５０度１５分・５９１メートルのところ
カ　基点１から真方位１５８度２８分・３４８メートルのところ
キ　基点１から真方位１６５度５８分・４０５メートルのところ
ク　基点１から真方位１９１度５９分・３９２メートルのところ
ケ　基点１から真方位１９８度５６分・２２４メートルのところ
コ　基点１から真方位１７４度４９分・１４１メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、藻類、あわび養
殖業（くろまぐろ養殖業
を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１３，１１２平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
９３号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３６５号（天草市御所浦町
牧島漁港Ｂ防波堤突端）
ア　基点１から真方位７２度１５分・４２６メートルのところ
イ　基点１から真方位７８度４８分・５１５メートルのところ
ウ　基点１から真方位９６度１６分・６００メートルのところ
エ　基点１から真方位１１６度５５分・４１８メートルのところ
オ　基点１から真方位１８５度３０分・６１８メートルのところ
カ　基点１から真方位２０７度３５分・５５７メートルのところ
キ　基点１から真方位８５度４５分・１４９メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、藻類、あわび養
殖業（くろまぐろ養殖業
を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　敷設する生け簀の
面積は、１３，１１２平方
メートルを超えてはなら
ない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第５
９４号

嵐口漁業協同組合　外
１組合

天草市御所浦町嵐口
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３６３号（天草市御所浦町
嵐口漁港４号防波堤東側基部から南東へ防波堤に沿っ
て１３５メートルの防波堤中央部）
ア　基点１と天草市御所浦町嵐口崎北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２度１９分・８８９メートルのとこ
ろ
イ　基点１と嵐口崎北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４４度１６分・５７９メートルのところ
ウ　基点１と嵐口崎北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４０度３５分・３９２メートルのところ
エ　基点１と嵐口崎北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４１度２７分・７２１メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、藻類、あわび養
殖業（くろまぐろ養殖業
を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町上脇、
下脇、上竹地、下竹
地、外平及び越地地区

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、２４，０９８平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第５
９５号

嵐口漁業協同組合　外
１組合

天草市御所浦町嵐口
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ及びアを順次に結んだ線によって
囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３６４号（天草市御所浦町
嵐口漁港２号防波堤北側基部から西へ防波堤に沿って
４０メートルの防波堤中央部）
ア　基点１と天草市御所浦町牧島ヤキ崎北端を見通した
線から基点１を基点として右へ１０２度・４５メートルのとこ
ろ
イ　基点１と牧島ヤキ崎北端を見通した線から基点１を
基点として右へ２３度４４分・４３４メートルのところ
ウ　基点１と牧島ヤキ崎北端を見通した線から基点１を
基点として右へ６２度４５分・６００メートルのところ
エ　基点１と牧島ヤキ崎北端を見通した線から基点１を
基点として右へ８２度・５４５メートルのところ
オ　基点１と牧島ヤキ崎北端を見通した線から基点１を
基点として右へ９３度・４７０メートルのところ

第１種区画漁業 魚類、藻類、あわび養
殖業（くろまぐろ養殖業
を除く）

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町上脇、
下脇、上竹地、下竹
地、外平及び越地地区

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　敷設する生け簀の
面積は、１５，８４０平方
メートルを超えてはなら
ない。

天区第６
１１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分１５．１秒、東経１３０度２分９．１秒
イ　北緯３２度１８分１４．２秒、東経１３０度２分１０．１秒
ウ　北緯３２度１８分１３．１秒、東経１３０度２分８．２秒
エ　北緯３２度１８分１４．１秒、東経１３０度２分７．２秒

第１種区画漁業 とさかのり養殖業 １月１日から６月３０日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町河浦、今
富及び崎津並びに二浦
町亀浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
６月３０日までに撤去し

天区第６
２１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１０号（上天草市大矢野町
上七ツ割中鼻北端）
ア　基点１と上天草市大矢野町上串崎西端を見通した線
から基点１を基点として右へ５度３０分・７２５メートルのと
ころ
イ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２５０度３０分・６４０メートルのところ
ウ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２７３度・９５５メートルのところ
エ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５２度１５分・１，１６０メートルのところ
オ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度４５分・１，５４５メートルのところ
カ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５５度３０分・１，９８０メートルのところ
キ　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１２度２５分・１，６５０メートルのところ
ク　基点１と串崎西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４９度１５分・９２０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第６
２２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　　域
　　基点１　熊本県漁場基点天第２０号（上天草市大矢野
町野釜漁港東側防波堤南側突端）
ア　基点１と上天草市大矢野町手取島頂点を見通した線
から基点１を基点として右へ３９度４５分・８９０メートルの
ところ
イ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ１６度・１，７４０メートルのところ
ウ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３６度４５分・２，１９０メートルのところ
エ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ４９度・１，８１５メートルのところ
オ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ４４度・１，６２０メートルのところ
カ　基点１と手取島頂点を見通した線から基点１を基点と
して右へ５７度３０分・１，３７５メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
２３号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３６分２１．４秒、東経１３０度２７分８．５秒
イ　北緯３２度３６分１８．７秒、東経１３０度２７分１３．５秒
ウ　北緯３２度３６分２６．０秒、東経１３０度２７分１９．５秒
エ　北緯３２度３６分２８．５秒、東経１３０度２７分１５．６秒

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し

天区第６
２４号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３７分１２．２秒、東経１３０度２６分８．６秒
イ　北緯３２度３７分１６．６秒、東経１３０度２６分６．０秒
ウ　北緯３２度３７分８．０秒、東経１３０度２５分４４．１秒
エ　北緯３２度３７分３．６秒、東経１３０度２５分４６．７秒

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は毎年５
月１５日までに撤去しな

天区第６
２５号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３３分５２．７秒、東経１３０度２３分５４．３秒
イ　北緯３２度３３分４７．４秒、東経１３０度２３分５８秒
ウ　北緯３２度３３分４９．９秒、東経１３０度２４分２．９秒
エ　北緯３２度３３分５５．２秒、東経１３０度２３分５９．３秒

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
２６号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３３分３２．９秒、東経１３０度２３分２７．１秒
イ　北緯３２度３３分３３．９秒、東経１３０度２３分５１．４秒
ウ　北緯３２度３３分２９．３秒、東経１３０度２３分５１．９秒
エ　北緯３２度３３分２８．１秒、東経１３０度２３分２７．４秒

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は毎年５
月１５日までに撤去しな
ければならない。

天区第６
２７号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町維
和地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　　　　域
　　基点１　熊本県漁場基点天第４６号（上天草市大矢野
町茶臼島頂点）
ア　基点１と上天草市大矢野町登立大潟船着場突堤先
端を見通した線から基点１を基点として右へ３３２度・１，
１６５メートルのところ
イ　基点１と大潟船着場突堤先端を見通した線から基点
１を基点として右へ３３８度・１，０００メートルのところ
ウ　基点１と大潟船着場突堤先端を見通した線から基点
１を基点として右へ３４３度３０分・８２５メートルのところ
エ　基点１と大潟船着場突堤先端を見通した線から基点
１を基点として右へ３４０度・７９５メートルのところ
オ　基点１と大潟船着場突堤先端を見通した線から基点
１を基点として右へ３３５度１５分・９６０メートルのところ
カ　基点１と大潟船着場突堤先端を見通した線から基点
１を基点として右へ３３０度・１，１４０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第６
２８号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７８号（天草市深海町長
瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市深海町下馬刀島北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３２８度１５分・２２５メートルの
ところ
イ　基点１と下馬刀島北端を見通した線から基点１を基
点として右へ１５度・２０５メートルのところ
ウ　基点１と下馬刀島北端を見通した線から基点１を基
点として右へ２９度３０分・１１０メートルのところ
エ　基点１と下馬刀島北端を見通した線から基点１を基
点として右へ３０９度１５分・１５０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
２９号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９５号（天草市深海町字
出目１５９５の１番地東端）
ア　基点１と天草市深海町鶴崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３５８度・１，１００メートルのところ
イ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５６度・１，０７５メートルのところ
ウ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５１度３０分・１，２２５メートルのところ
エ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５３度３０分・１，２５０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
３０号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９５号（天草市深海町字
出目１５９５の１番地東端）
ア　基点１と天草市深海町鶴崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３５３度・５１５メートルのところ
イ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５０度３０分・６９０メートルのところ
ウ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５５度１５分・７００メートルのところ
エ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５９度３０分・５３０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
３１号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９５号（天草市深海町字
出目１５９５の１番地東端）
ア　基点１と天草市深海町鶴崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３１０度・３００メートルのところ
イ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３３度・５３０メートルのところ
ウ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３５６度・４６０メートルのところ
エ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４８度・１９０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
３２号

樋島漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町樋島
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２２分５１．２秒、東経１３０度２６分２．８秒
イ　北緯３２度２２分４３．７秒、東経１３０度２５分５７．４秒
ウ　北緯３２度２２分３９．２秒、東経１３０度２６分６．３秒
エ　北緯３２度２２分４６．７秒、東経１３０度２６分１１．６秒

第１種区画漁業 わかめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市龍ヶ岳町樋島 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
５１号

天草漁業協同組合 天草市五和町鬼池地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１２５号（天草市五和町鬼
池シラタケ鼻北東端）
ア　基点１と天草市五和町宮津漁港突端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３１度２３分・７８メートルのとこ
ろ
イ　基点１と宮津漁港突端を見通した線から基点１を基
点として右へ３５５度５１分・５６メートルのところ
ウ　基点１と宮津漁港突端を見通した線から基点１を基
点として右へ３４９度９分・２５６メートルのところ
エ　基点１と宮津漁港突端を見通した線から基点１を基
点として右へ１度３７分・２５４メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ・くろめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第６
５２号

天草漁業協同組合 天草市五和町鬼池地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１２６号（天草市五和町鬼
池引坂松原鼻突端）
ア　基点１と天草市五和町鬼池宮津鼻北端を見通した線
から基点１を基点として右へ３５６度・１，２５５メートルの
ところ
イ　基点１と宮津鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５８度３０分・１，２５０メートルのところ
ウ　基点１と宮津鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２６９度３０分・４５メートルのところ
エ　基点１と宮津鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２６９度３０分・９５メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ・くろめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
５３号

天草漁業協同組合 天草市五和町鬼池地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１２６号（天草市五和町鬼
池引坂松原鼻突端）
ア　基点１と天草市五和町鬼池と同町二江との境界付近
北端を見通した線から基点１を基点として右へ６度３０
分・３２５メートルのところ
イ　基点１と鬼池と二江との境界付近北端を見通した線
から基点１を基点として右へ３５５度３０分・３３０メートル
のところ
ウ　基点１と鬼池と二江との境界付近北端を見通した線
から基点１を基点として右へ１度・１，１２５メートルのとこ
ろ
エ　基点１と鬼池と二江との境界付近北端を見通した線
から基点１を基点として右へ５度・１，１２５メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 わかめ・くろめ養殖業 １０月１日から翌年５月
１５日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(３)　養殖施設は、毎年
５月１５日までに撤去し
なければならない。

天区第６
６１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１７分１７．４秒、東経１３０度９分３７．２秒
イ　北緯３２度１７分１４．４秒、東経１３０度９分４１．７秒
ウ　北緯３２度１７分４０．０秒、東経１３０度１０分５．２秒
エ　北緯３２度１７分４３．０秒、東経１３０度１０分０．７秒

第１種区画漁業 わかめ・ひじき養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第６
８１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２４号（上天草市大矢野町
手取島山頂）
基点２　熊本県漁場基点天第２０号（大矢野町野釜漁港
東側防波堤南側突端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４７度・１００メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２８２度・７３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４３度・１，０１０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２０４度・７１０メートルのところ

第１種区画漁業 わかめ・かき養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第６
８２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３４分２．５秒、東経１３０度２７分２０．３秒
イ　北緯３２度３４分１．４秒、東経１３０度２７分２２．６秒
ウ　北緯３２度３４分６．７秒、東経１３０度２７分２６．３秒
エ　北緯３２度３４分７．８秒、東経１３０度２７分２３．９秒

第１種区画漁業 わかめ・かき養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第７
０１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３４分２３．６秒、東経１３０度２５分１．０秒
イ　北緯３２度３４分２３．２秒、東経１３０度２５分２．０秒
ウ　北緯３２度３４分２９．７秒、東経１３０度２５分８．０秒
エ　北緯３２度３４分３０．１秒、東経１３０度２５分７．５秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
０２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３２分５２．１秒、東経１３０度２５分５．５秒
イ　北緯３２度３２分５１．５秒、東経１３０度２５分５．３秒
ウ　北緯３２度３２分５１．１秒、東経１３０度２５分７．６秒
エ　北緯３２度３２分５１．７秒、東経１３０度２５分７．８秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
０３号

天草漁業協同組合 天草市五和町御領地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３２分１２．６秒、東経１３０度１１分３８．８秒
イ　北緯３２度３２分１２．２秒、東経１３０度１１分３８．７秒
ウ　北緯３２度３２分１１．８秒、東経１３０度１１分４０．２秒
エ　北緯３２度３２分１２．２秒、東経１３０度１１分４０．３秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
０４号

天草漁業協同組合 天草市五和町御領地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度３２分２１．５秒、東経１３０度１１分３６．７秒
イ　北緯３２度３２分２１．５秒、東経１３０度１１分３３．６秒
ウ　北緯３２度３２分２３．４秒、東経１３０度１１分３３．６秒
エ　北緯３２度３２分２８．０秒、東経１３０度１１分３５．１秒
オ　北緯３２度３２分２８．０秒、東経１３０度１１分３７．４秒
カ　北緯３２度３２分２３．４秒、東経１３０度１１分３８．２秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 港湾管理者及び漁港
管理者が行う事業の施
行に対しては、正当な
理由がなければこれを
拒んではならない。

天区第７
０５号

天草漁業協同組合 天草市五和町御領地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３２分２７．２秒、東経１３０度１１分３４．８秒
イ　北緯３２度３２分２２．０秒、東経１３０度１１分３２．５秒
ウ　北緯３２度３２分２２．０秒、東経１３０度１１分３１．７秒
エ　北緯３２度３２分２７．２秒、東経１３０度１１分３４．０秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
０６号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　　域
基点１　熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア　基点１と天草郡苓北町富岡曲崎南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３３７度・９６０メートルのところ
イ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２６度・１，０２５メートルのところ
ウ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３７度５０分・１，５００メートルのところ
エ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４４度５０分・１，４２０メートルのところ
オ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度・１，０５０メートルのところ
カ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３９度・１，０４５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 (１)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。
(２)　養殖施設は、毎年
５月３１日までに撤去し
なければならない。

天区第７
０７号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１６２号（天草市牛深町下
須島馬込鼻北端）
ア　基点１と天草市牛深町牛島北西端を見通した線から
基点１を基点として右へ２２度・３９０メートルのところ
イ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６４度・３７４メートルのところ
ウ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ６６度３０分・３４５メートルのところ
エ　基点１と牛島北西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２０度・３５６メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町

天区第７
０８号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１３分６．５秒、東経１３０度０分１３．２秒
イ　北緯３２度１３分５．９秒、東経１３０度０分１３．７秒
ウ　北緯３２度１３分７．８秒、東経１３０度０分１６．８秒
エ　北緯３２度１３分８．３秒、東経１３０度０分１６．４秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
０９号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１３分８．７秒、東経１３０度０分８．０秒
イ　北緯３２度１３分８．２秒、東経１３０度０分７．５秒
ウ　北緯３２度１３分６．８秒、東経１３０度０分９．４秒
エ　北緯３２度１３分７．３秒、東経１３０度０分９．９秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町

天区第７
１０号

天草漁業協同組合 天草市牛深町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１０分２６．５秒、東経１３０度２分２６．４秒
イ　北緯３２度１０分２６．５秒、東経１３０度２分３０．０秒
ウ　北緯３２度１０分２５．８秒、東経１３０度２分３０．０秒
エ　北緯３２度１０分２５．８秒、東経１３０度２分２６．４秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市牛深町

天区第７
１１号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９２号（天草市深海町椎
木崎５３３２の２の北東端角から南へ１１メートルのとこ
ろ）
ア　基点１から真方位３４９度４５分・３１０メートル
イ　基点１から真方位３５３度４５分・３１０メートル
ウ　基点１から真方位１１度４５分・６５メートル
エ　基点１から真方位３５２度１５分・６０メートル

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町

天区第７
１２号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７８号（天草市深海町長
瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市深海町キヨタノ鼻北東端を見通した線
から基点１を基点として右へ９０度３０分・７５メートルのと
ころ
イ　基点１とキヨタノ鼻北東端を見通した線から基点１を
基点として右へ７８度１５分・６０メートルのところ
ウ　基点１とキヨタノ鼻北東端を見通した線から基点１を
基点として右へ６１度１５分・１５５メートルのところ
エ　基点１とキヨタノ鼻北東端を見通した線から基点１を
基点として右へ６９度・１６０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町

天区第７
１３号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１５分５８．４秒、東経１３０度６分３５．７秒
イ　北緯３２度１５分５７．６秒、東経１３０度６分３７．８秒
ウ　北緯３２度１５分５４．７秒、東経１３０度６分３５．９秒
エ　北緯３２度１５分５５．７秒、東経１３０度６分３３．７秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
１４号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９５号（天草市深海町字
出目１５９５の１番地東端）
ア　基点１と天草市深海町鶴崎東端を見通した線から基
点１を基点として右へ３５度３０分・８５メートルのところ
イ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２１度１５分・８０メートルのところ
ウ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１４度４５分・１８０メートルのところ
エ　基点１と鶴崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２１度４５分・１８５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
１５号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７８号（天草市深海町長
瀬鼻南端）
ア　基点１から真方位２２７度４２分・２０５メートルのところ
イ　基点１から真方位２２３度１２分・２０５メートルのところ
ウ　基点１から真方位２２１度４２分・４０７メートルのところ
エ　基点１から真方位２２３度４２分・４０７メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
１６号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７０号（天草市河浦町宮
野河内乗田上平港乗田南側防波堤の旧防波堤取付基
部から防波堤に沿って北へ３８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島西端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６４度１５分・４４０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５９度４５分・４３５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５２度３０分・９３０メートルのところ
エ  基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５４度２５分・９３０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
１７号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７０号（天草市河浦町宮
野河内乗田上平港乗田南側防波堤の旧防波堤取付基
部から防波堤に沿って北へ３８メートルのところ）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内産島西端を見通した
線から基点１を基点として右へ４８度１５分・９５メートルの
ところ
イ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４３度４５分・１００メートルのところ
ウ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６０度３０分・３９５メートルのところ
エ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６１度３０分・３９５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
１８号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０４度４５分・７２０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０２度３０分・７２０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０１度４５分・７８０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０４度・７８５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
１９号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１４度３０分・５００メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１１度・４９０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１０９度４５分・５８５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１２度３０分・５９５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２０号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内上平久瀬東端を見
通した線から基点１を基点として右へ２８度・１４５メートル
のところ
イ　基点１と久瀬東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２３度・１３５メートルのところ
ウ　基点１と久瀬東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１２度３０分・２１０メートルのところ
エ　基点１と久瀬東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１５度３０分・２１５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
２１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４２度・３０５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４７度・２９０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４３度３０分・２３５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２３６度３０分・２５５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２２号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５０度・４３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５４度・４２５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２５３度４５分・３７０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２４８度１５分・３８０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２３号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７５号（天草市河浦町宮
野河内南本郷越地防波堤南東端）
基点２　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から
東へ防波堤に沿って１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１９度３０分・３３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２１度３０分・４０５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２４度４５分・４０５メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２３度１５分・３３０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２４号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９４度・５８０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９６度１５分・６６５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９９度・６５０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９７度１５分・５６０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２５号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７６号（天草市河浦町宮
野河内女岳白瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内紅鼻南西端を見通し
た線から基点１を基点として右へ３１０度４５分・１５０メー
トルのところ
イ　基点１と紅鼻南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２５度３０分・２２０メートルのところ
ウ　基点１と紅鼻南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３０度・２１０メートルのところ
エ　基点１と紅鼻南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１６度・１４０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
２６号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７６号（天草市河浦町宮
野河内女岳白瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市河浦町紅葉ケ鼻南西端を見通した線
から基点１を基点として右へ３４３度３０分・３８０メートル
のところ
イ　基点１と紅葉ケ鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ３４６度・４２０メートルのところ
ウ　基点１と紅葉ケ鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ３５０度４５分・４０５メートルのところ
エ　基点１と紅葉ケ鼻南西端を見通した線から基点１を
基点として右へ３４８度３０分・３６５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２７号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７７号（天草市河浦町宮
野河内女岳紅鼻南端）
ア　基点１と河浦町宮野河内女岳ウツボ鼻西端を見通し
た線から基点１を基点として右へ３１９度３０分・８０メート
ルのところ
イ　基点１とウツボ鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３０８度１５分・９０メートルのところ
ウ　基点１とウツボ鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３１８度・１２５メートルのところ
エ　基点１とウツボ鼻西端を見通した線から基点１を基点
として右へ３２９度・１１０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２８号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内産島北側防波堤北
東端を見通した線から基点１を基点として右へ１度４５
分・１，１０５メートルのところ
イ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ１０度４５分・１，１７５メートルのとこ
ろ
ウ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ１１度３０分・１，１４５メートルのとこ
ろ
エ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ２度１５分・１，０７０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
２９号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８度３０分・１，１３５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９度・１，１７０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２２度１５分・１，１６０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２１度４５分・１，１２５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
３０号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内産島北側防波堤北
東端を見通した線から基点１を基点として右へ１６度４５
分・１，１６５メートルのところ
イ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ２６度１０分・１，１３２メートルのとこ
ろ
ウ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ２６度５分・１，１１２メートルのところ
エ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ１６度３０分・１，１５０メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
３１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８０号（天草市河浦町上
平港南側防波堤南側取付基部から東へ防波堤に沿って
１４５．８メートルのところ）
ア　基点１と天草市河浦町産島北側防波堤北東端を見
通した線から基点１を基点として右へ２９度・１，１８２メー
トルのところ
イ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ４２度３０分・１，４３３メートルのとこ
ろ
ウ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ４３度２０分・１，４１２メートルのとこ
ろ
エ　基点１と産島北側防波堤北東端を見通した線から基
点１を基点として右へ２９度４０分・１，１５８メートルのとこ
ろ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
３２号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７９号（天草市深海町と同
市河浦町宮野河内との海岸線における漁業権の境界）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内産島西端を見通した
線から基点１を基点として右へ３３３度５分・１，２７０メート
ルのところ
イ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４５度１５分・１，３１０メートルのところ
ウ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３４５度３０分・１，２７８メートルのところ
エ　基点１と産島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３３度５分・１，２４１メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
３３号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７９号（天草市深海町と同
市河浦町宮野河内との海岸線における漁業権の境界）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島南西端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５８度３０分・１，５９０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５９度３０分・１，８４０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ０度３０分・１，８４０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５９度３０分・１，５８０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
３４号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内産島南端

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　　域
基点１　熊本県漁場基点天第１８１号（天草市河浦町上
的島灯台）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島南端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１１度・８３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５９度・１，２３０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５８度３０分・１，６９０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３５９度３０分・１，６９５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ０度３０分・１，２４０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３度・８５０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
３５号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク及びアを順次に結んだ
線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８１号（天草市河浦町上
的島灯台）
基点２　天草市河浦町宮野河内産島南東端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４７度・６９５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３５度３０分・７６０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２４度・７９０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０６度・７８５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０６度３０分・８２０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２４度・８２０メートルのところ
キ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３６度３０分・７９０メートルのところ
ク　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４８度１５分・７２０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
３６号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　域
基点１　熊本県漁場基点天第３７４号（天草市河浦町産
島ツキワケ鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内梶木崎灯台を見通し
た線から基点１を基点として右へ３４４度３０分・５０メート
ルのところ
イ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２８度３０分・２０メートルのところ
ウ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２８３度１５分・１００メートルのところ
エ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ３０９度・３９０メートルのところ
オ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１４度５０分・３９０メートルのところ
カ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ３０３度・９５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
３７号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市河浦町宮野河内梶木崎灯台
基点２　天草市河浦町宮野河内桐ノ木崎南端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１３度４５分・１１５メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２７度・１２５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８度４５分・７０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１３度１５分・３０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
３８号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市河浦町宮野河内梶木崎灯台
基点２　天草市河浦町宮野河内桐ノ木崎南端
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２９度・３２０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３３度４５分・３１０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３１３度４５分・１８０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３０７度１５分・２００メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
３９号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７４号（天草市河浦町産
島ツキワケ鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内女岳梶木崎灯台を
見通した線から基点１を基点として右へ１６度１５分・９６７
メートルのところ
イ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２５度・９２２メートルのところ
ウ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２４度３０分・８９２メートルのところ
エ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ１５度３０分・９３７メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
４０号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　域
基点１　熊本県漁場基点天第３７４号（天草市河浦町産
島ツキワケ鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内女岳梶木崎灯台を
見通した線から基点１を基点として右へ３９度１５分・１，４
００メートルのところ
イ　基点１と梶木崎灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ４０度２０分・１，３８０メートルのところ
ウ　基点１と天草市河浦町宮野河内女岳桐ノ木崎鼻南端
を見通した線から基点１を基点として右へ３５度５０分・
１，２７７メートルのところ
エ　基点１と女岳桐ノ木崎鼻南端を見通した線から基点１
を基点として右へ３１度４５分・１，１０２メートルのところ
オ　基点１と女岳桐ノ木崎鼻南端を見通した線から基点
１を基点として右へ３０度２０分・１，１２０メートルのところ
カ　基点１と女岳桐ノ木崎鼻南端を見通した線から基点１
を基点として右へ３４度４０分・１，３００メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

天区第７
４１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３７８号（天草市河浦町女
岳外漁港西防波堤南側基部）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内上的島灯台を見通し
た線から基点１を基点として右へ５０度・７０メートルのと
ころ
イ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ４６度・２７０メートルのところ
ウ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ５０度・２７０メートルのところ
エ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ６３度・７０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４２号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３８０号（天草市河浦町宮
野河内女岳棚水南東端）
ア　基点１と天草市河浦町宮野河内上的島灯台を見通し
た線から基点１を基点として右へ６度４５分・２５メートル
のところ
イ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４２度４５分・３５メートルのところ
ウ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２４度３０分・２２５メートルのところ
エ　基点１と上的島灯台を見通した線から基点１を基点と
して右へ２８度４５分・２２５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４３号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分１０．１秒、東経１３０度９分２６．２秒
イ　北緯３２度１８分９．１秒、東経１３０度９分２５．９秒
ウ　北緯３２度１８分７．８秒、東経１３０度９分３０．４秒
エ　北緯３２度１８分８．８秒、東経１３０度９分３０．６秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４４号

天草漁業協同組合 天草市河浦町宮野河
内地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分８．３秒、東経１３０度９分５．６秒
イ　北緯３２度１８分７．４秒、東経１３０度９分６．４秒
ウ　北緯３２度１８分９．２秒、東経１３０度９分９．４秒
エ　北緯３２度１８分１０．１秒、東経１３０度９分８．６秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町宮野河
内

漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４５号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１８９号（天草市新和町親
崎南端）
ア　基点１と天草市新和町宮島北端を見通した線から基
点１を基点として右へ１３度３０分・８４０メートルのところ
イ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１６度・８７０メートルのところ
ウ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２４度３０分・７９０メートルのところ
エ　基点１と宮島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２２度・７５０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
４６号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９４号（天草市新和町宮
地二本木丸瀬鼻南端）
ア　基点１と鹿児島県長島町待島三角点を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３５１度・３０メートルのところ
イ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１８度・２０メートルのところ
ウ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２９１度・６５０メートルのところ
エ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２９２度３０分・６５０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４７号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９５号（天草市新和町上
的島灯台と熊本県漁場基点天第３７８号（女岳外漁港西
防波堤南側基部）を見通した線から上的島灯台を基点と
して右へ２２度１０分の線が天草市新和町立の陸岸と交
わるところ）
ア　基点１と鹿児島県長島町待島三角点を見通した線か
ら基点１を基点として右へ５５度・５９０メートルのところ
イ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ３７度３０分・３５メートルのところ
ウ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ１１度３０分・５０メートルのところ
エ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ５３度・５９０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４８号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９５号（天草市新和町上
的島灯台と熊本県漁場基点天第３７８号（女岳外漁港西
防波堤南側基部）を見通した線から上的島灯台を基点と
して右へ２２度１０分の線が天草市新和町立の陸岸と交
わるところ）
ア　基点１と天草市新和町立の鼻東端を見通した線から
基点１を基点として右へ３３４度・４０５メートルのところ
イ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３７度・４０５メートルのところ
ウ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４１度３０分・１００メートルのところ
エ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２９度３０分・１００メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
４９号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　域
基点１　基点２から天草市新和町立の鼻南東端を見通し
た線から右へ３５５度の線が立の鼻陸岸と交わるところ
基点２　熊本県漁場基点天第１９５号（天草市新和町上
的島灯台と熊本県漁場基点天第３７８号（女岳外漁港西
防波堤南側基部）を見通した線から上的島灯台を基点と
して右へ２２度１０分の線が天草市新和町立の陸岸と交
わるところ）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１８度３０分・６３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６度３０分・７３５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ５度３０分・１，１００メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ６度３０分・１，１０５メートルのところ
オ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ８度３０分・７５０メートルのところ
カ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ１９度３０分・６５５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
５０号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市新和町小宮地立漁港沖防波堤突端
ア　基点１と天草市新和町立の鼻東端を見通した線から
基点１を基点として右へ３３２度３０分・４００メートルのと
ころ
イ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３６度・３９５メートルのところ
ウ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１７度・２２０メートルのところ
エ　基点１と立の鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３１３度・２３５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
５１号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市新和町小宮地立漁港沖防波堤北東端
ア　基点１と鹿児島県長島町待島三角点を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２３５度２０分・３８３メートルの
ところ
イ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２３２度４９分・４０１メートルのところ
ウ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２５４度５９分・６２４メートルのところ
エ　基点１と待島三角点を見通した線から基点１を基点と
して右へ２５７度５分・６１７メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
５２号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　基点２から天草市新和町立の鼻南端を見通した
線が上立の鼻と交わるところ
基点２　熊本県漁場基点天第１９５号（天草市新和町上
的島灯台と熊本県漁場基点天第３７８号（女岳外漁港西
防波堤南側基部）を見通した線から上的島灯台を基点と
して右へ２２度１０分の線が天草市新和町立の陸岸と交
わるところ）
ア　基点１と天草市新和町立の鼻南東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ４２度３０分・３９５メートルのと
ころ
イ　基点１と立の鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ４４度・３７０メートルのところ
ウ　基点１と立の鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ１度・３９５メートルのところ
エ　基点１と立の鼻南東端を見通した線から基点１を基
点として右へ２度３０分・４１５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
５３号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　　域
ア　北緯３２度１９分３２．３秒、東経１３０度１１分５９．１秒
イ　北緯３２度１９分２９．７秒、東経１３０度１２分１５．６秒
ウ　北緯３２度１９分２８．９秒、東経１３０度１２分１５．５秒
エ　北緯３２度１９分３１．３秒、東経１３０度１２分０．５秒
オ　北緯３２度１９分３０．１秒、東経１３０度１２分０．４秒
カ　北緯３２度１９分３０．３秒、東経１３０度１１分５８．９秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
５４号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分５０．９秒、東経１３０度１０分１４．１秒
イ　北緯３２度１８分５０．０秒、東経１３０度１０分１３．０秒
ウ　北緯３２度１８分４７．７秒、東経１３０度１０分１５．７秒
エ　北緯３２度１８分４８．７秒、東経１３０度１０分１６．８秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
５５号

天草漁業協同組合 天草市新和町小宮地
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分４７．４秒、東経１３０度１０分１６．９秒
イ　北緯３２度１８分４７．２秒、東経１３０度１０分１５．７秒
ウ　北緯３２度１８分４１．０秒、東経１３０度１０分１６．８秒
エ　北緯３２度１８分４１．１秒、東経１３０度１０分１８．０秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
５６号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びアを順次に
結んだ線によって囲まれた区域
　　ア　北緯３２度１９分５７．８秒、東経１３０度１２分１２．
５秒
イ　北緯３２度１９分４６．２秒、東経１３０度１２分１０．６秒
ウ　北緯３２度１９分３７．９秒、東経１３０度１２分６．２秒
エ　北緯３２度１９分３７．５秒、東経１３０度１２分７．４秒
オ　北緯３２度１９分４５．９秒、東経１３０度１２分１２．０秒
カ　北緯３２度１９分４６．３秒、東経１３０度１２分１２．１秒
キ　北緯３２度１９分４６．２秒、東経１３０度１２分１３．６
秒
ク　北緯３２度１９分５５．８秒、東経１３０度１２分１５．１秒
ケ　北緯３２度１９分５６．０秒、東経１３０度１２分１３．６秒
コ　北緯３２度１９分５７．６秒、東経１３０度１２分１３．８秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
５７号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　域
基点１　熊本県漁場基点天第１９６号（天草市新和町横
島瀬鼻南端）から天草市新和町惣津島東端を見通した
線の延長が上立の鼻陸岸と交わるところ
ア　基点１と天草市新和町惣津島東端を見通した線から
基点１を基点として右へ３２６度３０分・７０５メートルのと
ころ
イ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２７度・７３０メートルのところ
ウ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３６度・７４０メートルのところ
エ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５０度３０分・１，０２０メートルのところ
オ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５２度・１，０００メートルのところ
カ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３７度・７１０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
５８号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　基点２と天草市新和町惣津島北端を見通した線
から基点２を基点として右へ４３度の線が最大高潮時海
岸線と交わるところ
基点２　熊本県漁場基点天第４０９号（天草市新和町大
多尾向惣津鼻東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３１度３０分・１３０メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３２９度３０分・１１０メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２８５度３０分・３４０メートルのところ
エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ２９０度・３５０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
５９号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０９号（天草市新和町大
多尾向惣津鼻東端）
ア　基点１と天草市新和町惣津島北端を見通した線から
基点１を基点として右へ８８度・４０メートルのところ
イ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４度・９０メートルのところ
ウ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４１度３０分・１１０メートルのところ
エ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９３度・６０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６０号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０９号（天草市新和町大
多尾向惣津鼻東端）
ア　基点１と天草市新和町惣津島北端を見通した線から
基点１を基点として右へ４３度・１２０メートルのところ
イ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４３度・２１０メートルのところ
ウ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ４８度・２１０メートルのところ
エ　基点１と惣津島北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ５２度３０分・１２０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
６１号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びアを順次に
結んだ線によって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０９号（天草市新和町大
多尾向惣津鼻東端）
ア　基点１と天草市新和町大多尾漁港南側防波堤南側
取付基部を見通した線から基点１を基点として右へ５４度
３０分・１２５メートルのところ
イ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ６６度・１２０メートル
のところ
ウ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ２８１度３０分・４５
メートルのところ
エ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３１１度３０分・９０
メートルのところ
オ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３４８度・１５０メート
ルのところ
カ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３４６度・３６０メート
ルのところ
キ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３４９度３０分・３６０
メートルのところ
ク　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３５６度・１５０メート
ルのところ
ケ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３２６度３０分・７０
メートルのところ
コ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南側取付基部を見
通した線から基点１を基点として右へ３１５度３０分・４５
メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６２号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９６号（天草市新和町横
島瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市新和町惣津島東端を見通した線から
基点１を基点として右へ１７度３０分・３，１１０メートルのと
ころ
イ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１７度・３，０９０メートルのところ
ウ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９度・３，５００メートルのところ
エ　基点１と惣津島東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ９度３０分・３，５１０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６３号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０９号（天草市新和町大
多尾向惣津鼻東端）
ア　基点１と天草市新和町大多尾漁港南側防波堤南東
角を見通した線から基点１を基点として右へ３５３度・１，
６３５メートルのところ
イ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南東角を見通した線
から基点１を基点として右へ３５４度・１，６３０メートルの
ところ
ウ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南東角を見通した線
から基点１を基点として右へ３４６度・１，２４０メートルの
ところ
エ　基点１と大多尾漁港南側防波堤南東角を見通した線
から基点１を基点として右へ３４４度３０分・１，２５０メート
ルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
６４号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９６号（天草市新和町横
島瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市新和町諏訪七辺鼻を見通した線から
基点１を基点として右へ３４５度・１，２９５メートルのところ
イ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３４４度・１，２８５メートルのところ
ウ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３３６度・１，６２５メートルのところ
エ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３３７度・１，６３５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁港管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
６５号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９６号（天草市新和町横
島瀬鼻南端）
ア　基点１と天草市新和町諏訪七辺鼻を見通した線から
基点１を基点として右へ３４５度１５分・１，２７５メートルの
ところ
イ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３４５度３０分・１，２９０メートルのところ
ウ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３５８度３０分・１，２１５メートルのところ
エ　基点１と七辺鼻を見通した線から基点１を基点として
右へ３５８度３０分・１，２００メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６６号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区　　域
基点１　熊本県漁場基点天第１９６号（天草市新和町横
島瀬鼻南端）
ア　基点１から真方位２７２度３３分・８８０メートルのところ
イ　基点１から真方位２７０度３３分・８９０メートルのところ
ウ　基点１から真方位２７３度１９分・１，０１７メートルのと
ころ
エ　基点１から真方位２６９度・１，１７５メートルのところ
オ　基点１から真方位２７０度１５分・１，１９０メートルのと
ころ
カ　基点１から真方位２７５度２０分・１，０１７メートルのと
ころ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６７号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０３号（天草市新和町大
多尾字中ノ尾４０３６番地七辺鼻北東端）
ア　基点１と天草市新和町横島南端を見通した線から基
点１を基点として右へ３２１度・４８０メートルのところ
イ　基点１と横島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３８度・４１５メートルのところ
ウ　基点１と横島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３３７度・４００メートルのところ
エ　基点１と横島南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１９度４５分・４７５メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
６８号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２００号（天草市新和町天
附鼻南東端）
ア　基点１と天草市新和町小島東端を見通した線から基
点１を基点として右へ４６度３０分・７９０メートルのところ
イ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４２度３０分・７７０メートルのところ
ウ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４０度３０分・８７５メートルのところ
エ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ４４度・８９０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
６９号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２２分５０．９秒、東経１３０度１３分１．９秒
イ　北緯３２度２２分４７．２秒、東経１３０度１３分２．５秒
ウ　北緯３２度２２分４７．５秒、東経１３０度１３分５．６秒
エ　北緯３２度２２分５１．２秒、東経１３０度１３分５．０秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
７０号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２０３号（天草市新和町大
多尾樫浦北西端）
ア　基点１と天草市楠浦町赤鼻北東端を見通した線から
基点１を基点として右へ３５７度・９０メートルのところ
イ　基点１と赤鼻北東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２５度・７０メートルのところ
ウ　基点１と赤鼻北東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３２１度・１７０メートルのところ
エ　基点１と赤鼻北東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３８度５０分・１８０メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
７１号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イを結んだ線と最大高潮時海岸線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３５５号（天草市楠浦町五
色島北西端）
基点２　熊本県漁場基点天第４３５号（天草市楠浦町立
浦鳴子鼻東端）
ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３３１度３０分・２，６７４メートルのところ
イ　基点１と基点２を見通した線から基点２を基点として
右へ１０９度・１，３２２メートルのところ

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
７２号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
ア　北緯３２度２３分３０．０秒、東経１３０度１３分７．５秒
イ　北緯３２度２３分２８．６秒、東経１３０度１３分４．１秒
ウ　北緯３２度２３分２５．７秒、東経１３０度１３分５．７秒
エ　北緯３２度２３分２５．９秒、東経１３０度１３分６．４秒
オ　北緯３２度２３分２８．３秒、東経１３０度１３分５．１秒
カ　北緯３２度２３分２９．４秒、東経１３０度１３分７．９秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
７３号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２３分４６．６秒、東経１３０度１２分３２．０秒
イ　北緯３２度２３分４６．２秒、東経１３０度１２分３１．７秒
ウ　北緯３２度２３分４３．５秒、東経１３０度１２分３６．４秒
エ　北緯３２度２３分４３．８秒、東経１３０度１２分３６．７秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町

天区第７
７４号

天草漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町高戸
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２３分３１．６秒、東経１３０度２３分５７．４秒
イ　北緯３２度２３分３１．４秒、東経１３０度２３分５７．６秒
ウ　北緯３２度２３分３３．３秒、東経１３０度２３分５８．７秒
エ　北緯３２度２３分３３．４秒、東経１３０度２３分５８．４秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町（大
道を除く）

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
７５号

天草漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町高戸
地先

次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コ及びアを順次に
結んだ線によって囲まれた区域
ア　北緯３２度２３分２０．５秒、東経１３０度２３分５４．８秒
イ　北緯３２度２３分２０．３秒、東経１３０度２３分５５．２秒
ウ　北緯３２度２３分２１．６秒、東経１３０度２３分５６．２秒
エ　北緯３２度２３分２３．２秒、東経１３０度２３分５６．９秒
オ　北緯３２度２３分２４．０秒、東経１３０度２３分５６．９秒
カ　北緯３２度２３分２５．２秒、東経１３０度２３分５６．０秒
キ　北緯３２度２３分２４．８秒、東経１３０度２３分５５．６
秒
ク　北緯３２度２３分２３．８秒、東経１３０度２３分５６．５秒
ケ　北緯３２度２３分２３．２秒、東経１３０度２３分５６．５秒
コ　北緯３２度２３分２１．７秒、東経１３０度２３分５５．７秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年４月
３０日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町（大
道を除く）

港湾管理者が行う事業
の施行に対しては、正
当な理由がなければこ
れを拒んではならな
い。

天区第７
７６号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２０分１９．５秒、東経１３０度１７分２５．３秒
イ　北緯３２度２０分１９．３秒、東経１３０度１７分２５．５秒
ウ　北緯３２度２０分１８．５秒、東経１３０度１７分２４．５秒
エ　北緯３２度２０分１８．７秒、東経１３０度１７分２４．３秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第７
７７号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１９分１４．９秒、東経１３０度１８分４．５秒
イ　北緯３２度１９分１６．７秒、東経１３０度１８分２．３秒
ウ　北緯３２度１９分１６．５秒、東経１３０度１８分２．１秒
エ　北緯３２度１９分１４．７秒、東経１３０度１８分４．３秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

天区第７
７８号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２０分１８．８秒、東経１３０度１７分２４．２秒
イ　北緯３２度２０分２０．６秒、東経１３０度１７分２６．４秒
ウ　北緯３２度２０分２０．５秒、東経１３０度１７分２６．５秒
エ　北緯３２度２０分１８．７秒、東経１３０度１７分２４．３秒

第１種区画漁業 ひとえぐさ支柱式養殖
業

８月２０日から翌年５月
３１日まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

天区第８
０１号

天草漁業協同組合 上天草市松島町阿村
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第６４号（上天草市松島町船
人島北端）
ア　基点１から真方位２４０度３２分・２３９メートルのところ
イ　基点１から真方位２２２度５分・２１５メートルのところ
ウ　基点１から真方位２２０度１３分・３１５メートルのところ
エ　基点１から真方位２３２度５７分・３３０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町阿村 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
０２号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分２９．２秒、東経１３０度２４分５８．８秒
イ　北緯３２度３１分２７．２秒、東経１３０度２５分０．５秒
ウ　北緯３２度３１分２２．５秒、東経１３０度２４分５３．２秒
エ　北緯３２度３１分２４．５秒、東経１３０度２４分５１．４秒

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町及び
天草市有明町楠甫

漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
０３号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第７５号（上天草市松島町仏
島北端と兄弟島頂点を見通した線から仏島北端を基点
として右へ１２８度３０分の線が陸岸と交わるところ（永浦
島赤禿島南端））
ア　基点１から真方位２４５度３８分・２０１メートルのところ
イ　基点１から真方位２２６度５４分・２２０メートルのところ
ウ　基点１から真方位２３８度５６分・４１１メートルのところ
エ　基点１から真方位２４９度３分・４００メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
０４号

天草漁業協同組合 天草市五和町二江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度３２分５４．８秒、東経１３０度６分４６．
３秒
　　　イ　北緯３２度３２分５１．１秒、東経１３０度６分４６．
６秒
　　　ウ　北緯３２度３２分５０．６秒、東経１３０度６分４２．
０秒
　　　エ　北緯３２度３２分５４．９秒、東経１３０度６分４１．
７秒

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
０５号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４０号（天草市河浦町崎
津神島北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻東端を見通した線から
基点１を基点として右へ２０８度・３２５メートルのところ
イ　基点１と鬼塚鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２２４度３０分・２７０メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２００度・１５０メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻東端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１８４度・２３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
０６号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町神島西端を見通した線から基
点１を基点として右へ３２３度・５６０メートルのところ
イ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３２９度・４６０メートルのところ
ウ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１４度・４１０メートルのところ
エ　基点１と神島西端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３１１度・５３０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
０７号

天草漁業協同組合 天草市二浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度１７分５．４秒、東経１３０度１分５０．７
秒
　　　イ　北緯３２度１７分５．４秒、東経１３０度１分５１．７
秒
　　　ウ　北緯３２度１７分０．５秒、東経１３０度１分５２．０
秒
　　　エ　北緯３２度１７分０．５秒、東経１３０度１分５０．４
秒

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
０８号

天草漁業協同組合 天草市下浦町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４０１号（天草市上血塚島
東端）
ア　基点１と天草市下浦町小島頂点を見通した線から基
点１を基点として右へ２８４度３０分・１，０２０メートルのと
ころ
イ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２８７度１５分・１，１２５メートルのところ
ウ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３００度３０分・１，０４０メートルのところ
エ　基点１と小島頂点を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９９度１５分・９２５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市楠浦町及び下
浦町

漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
０９号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　基点１　熊本県漁場基点天第２２５号（天草市倉岳
町棚底亀石防波堤突端の南角）
  　　基点２　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳
町棚底小島頂点）
  　　ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ１３度・２８０メートルのところ
　　　イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３３２度・３０５メートルのところ
ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点として
右へ３４３度１５分・５８５メートルのところ
　　　エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ７度・５５５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町   (１)　漁場区域の外縁
に昼夜間視認できる標
識を設置しなければな
らない。
  (２)　港湾管理者が行
う事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
１０号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　基点１　熊本県漁場基点天第２２５号（天草市倉岳
町棚底亀石防波堤突端の南角）
  　　基点２　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳
町棚底小島頂点）
  　　ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ７度・５５５メートルのところ
　　　イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４３度１５分・５８５メートルのところ
  　　ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４７度３０分・７６５メートルのところ
　　　エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ５度１５分・７４０メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町   (１)　漁場区域の外縁
に昼夜間視認できる標
識を設置しなければな
らない。
  (２)　港湾管理者が行
う事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
１１号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　基点１　熊本県漁場基点天第２２５号（天草市倉岳
町棚底亀石防波堤突端の南角）
  　　基点２　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳
町棚底小島頂点）
  　　ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５７度３５分・７９５メートルのところ
　　　イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５８度１５分・９９５メートルのところ
  　　ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ６度５０分・１，００２メートルのところ
　　　エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ８度３０分・８０４メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町   (１)　漁場区域の外縁
に昼夜間視認できる標
識を設置しなければな
らない。
  (２)　港湾管理者が行
う事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
１２号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町牧島
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２７３号（天草市御所浦町
牧島奥法崎南西端）
ア　基点１から真方位３００度４５分・２１７メートルのところ
イ　基点１から真方位２７３度・１５５メートルのところ
ウ　基点１から真方位２６７度４５分・１８４メートルのところ
エ　基点１から真方位２９４度３０分・２３５メートルのところ

第１種区画漁業 真珠貝垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
２１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町上
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２３号（上天草市大矢野町
中江後北端）
ア　基点１から真方位３４９度２３分・８６０メートルのところ
イ　基点１から真方位３４０度２３分・８９０メートルのところ
ウ　基点１から真方位３４２度２３分・９９０メートルのところ
エ　基点１から真方位３５１度２３分・９６０メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
２２号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第７６号（上天草市松島町横
島西端）
ア　基点１と上天草市松島町樋合島南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３５７度・９０メートルのところ
イ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３４８度・２７０メートルのところ
ウ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２３度１５分・３０５メートルのところ
エ　基点１と樋合島南端を見通した線から基点１を基点と
して右へ５１度４５分・２４０メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町（阿村
を除く）及び天草市有明
町楠甫

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
２３号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１から真方位２９９度５０分・１２０メートルのところ
イ　基点１から真方位２７０度５０分・１７０メートルのところ
ウ　基点１から真方位２８１度４２分・２１８メートルのところ
エ　基点１から真方位３０６度５３分・１８６メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
２４号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア　基点１と天草郡苓北町富岡曲崎南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ５０度３０分・８００メートルのと
ころ
イ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３７度１５分・８６０メートルのところ
ウ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ３９度４５分・９５５メートルのところ
エ　基点１と曲崎南端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ５１度４５分・９００メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
２５号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア　基点１と天草郡苓北町富岡曲崎南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３３度３０分・７００メートルのと
ころ
イ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ３８度４５分・８３０メートルのところ
ウ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ４４度４５分・８００メートルのところ
エ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ４１度・６６０メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
２６号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア　基点１と天草郡苓北町富岡曲崎南端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２６度・７６０メートルのところ
イ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ３１度４５分・８８０メートルのところ
ウ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ３８度４５分・８３０メートルのところ
エ　基点１と富岡曲崎南端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３度３０分・７００メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
２７号

天草漁業協同組合 天草市天草町大江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９０号（天草市天草町大
江軍ヶ浦矢寄鼻東端）
ア　基点１から真方位２８度４５分・２６８メートルのところ
イ　基点１から真方位５４度１７分・２７８メートルのところ
ウ　基点１から真方位１４０度１０分・１０５メートルのところ
エ　基点１から真方位１５度５３分・１１６メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市天草町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
２８号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４０号（天草市河浦町崎
津神島北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻北東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３２８度３０分・４８８メートルの
ところ
イ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３０度・５２８メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３４度・５１８メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３３度・４７７メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
２９号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４０号（天草市河浦町崎
津神島北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻北東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３３２度３０分・４４５メートルの
ところ
イ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３４度・５１８メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３４０度３０分・５２０メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３９度３０分・４３５メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
３０号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４２号（天草市河浦町崎
津名越鼻北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻北端を見通した線から
基点１を基点として右へ３５５度１１分・３２３メートルのと
ころ
イ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２度１５分・３５２メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ１０度４７分・３０１メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻北端を見通した線から基点１を基点と
して右へ３度３２分・２６６メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
３１号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１４０号（天草市河浦町崎
津神島北端）
ア　基点１と天草市河浦町鬼塚鼻北東端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ３３４度・２８５メートルのところ
イ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３５度・３２０メートルのところ
ウ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３７度・３１５メートルのところ
エ　基点１と鬼塚鼻北東端を見通した線から基点１を基
点として右へ３３６度・２７５メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
３２号

天草漁業協同組合 天草市河浦町崎津地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分３６．６秒、東経１３０度２分３８．６秒
イ　北緯３２度１８分３６．１秒、東経１３０度２分３９．６秒
ウ　北緯３２度１８分３５．６秒、東経１３０度２分３９．３秒
エ　北緯３２度１８分３６．１秒、東経１３０度２分３８．３秒

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市河浦町今富及
び崎津並びに二浦町亀
浦及び早浦

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
３３号

天草漁業協同組合 天草市魚貫町地先 次のア、イ、ウ、エ、オ、カ、キ及びアを順次に結んだ線に
よって囲まれた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１５４号（天草市魚貫町里
浦須崎鼻北西端）
ア　基点１から真方位２５４度４４分・４０メートルのところ
イ　基点１から真方位２０５度４４分・７０メートルのところ
ウ　基点１から真方位２０９度１４分・１３０メートルのところ
エ　基点１から真方位２４６度４４分・２１５メートルのところ
オ　基点１から真方位３０９度４４分・１００メートルのところ
カ　基点１から真方位２０度５０分・１６０メートルのところ
キ　基点１から真方位５８度５０分・１１５メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市魚貫町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
３４号

天草漁業協同組合 天草市久玉町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１７０号（天草市久玉町山
の浦杉浦鼻北端）
ア　基点１と天草市久玉町山の浦黒崎東端を見通した線
から基点１を基点として右へ２８２度３０分・３４５メートル
のところ
イ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９１度・２５５メートルのところ
ウ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２７２度３０分・２２５メートルのところ
エ　基点１と黒崎東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２６８度４５分・３２５メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市久玉町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
３５号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第１９８号（天草市新和町小
島南西端）
ア　基点１と天草市新和町横島南西端を見通した線から
基点１を基点として右へ１４度・５３０メートルのところ
イ　基点１と横島南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２２度１５分・６６５メートルのところ
ウ　基点１と横島南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２８度４５分・６２５メートルのところ
エ　基点１と横島南西端を見通した線から基点１を基点と
して右へ２１度３０分・４８０メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
３６号

天草漁業協同組合 天草市新和町大多尾
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第２００号（天草市新和町天
附鼻南東端）
ア　基点１と天草市新和町小島東端を見通した線から基
点１を基点として右へ８９度・２５０メートルのところ
イ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６６度・３０５メートルのところ
ウ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ１１度１分・１８６メートルのところ
エ　基点１と小島東端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ６度１４分・６３メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市新和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
３７号

樋島漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町樋島
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度２２分４３．７秒、東経１３０度２５分５７．４秒
イ　北緯３２度２２分３６．４秒、東経１３０度２５分５２．３秒
ウ　北緯３２度２２分３１．９秒、東経１３０度２６分１．２秒
エ　北緯３２度２２分３９．２秒、東経１３０度２６分６．３秒

第１種区画漁業 ひおうぎ垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町樋島 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
４１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町登
立地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第４３号（上天草市大矢野町
登立神崎鼻南端）
ア　基点１から真方位２９７度５０分・２２０メートルのところ
イ　基点１から真方位２８２度５０分・２２９メートルのところ
ウ　基点１から真方位２９０度５０分・３３５メートルのところ
エ　基点１から真方位３００度５０分・３２０メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ・かき垂下式養
殖業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
４２号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１４分５９．５秒、東経１３０度５分４５．８秒
イ　北緯３２度１４分５８．３秒、東経１３０度５分４５．４秒
ウ　北緯３２度１４分５７．８秒、東経１３０度５分４８．４秒
エ　北緯３２度１４分５９．４秒、東経１３０度５分４８．９秒

第１種区画漁業 ひおうぎ・かき垂下式養
殖業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
４３号

倉岳町漁業協同組合 天草市倉岳町棚底地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　基点１　熊本県漁場基点天第２２５号（天草市倉岳
町棚底亀石防波堤突端の南角）
  　　基点２　熊本県漁場基点天第２２６号（天草市倉岳
町棚底小島頂点）
  　　ア　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５０度３０分・８０２メートルのところ
　　　イ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５２度３０分・１，００３メートルのところ
  　　ウ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５８度１５分・９９５メートルのところ
　　　エ　基点１と基点２を見通した線から基点１を基点と
して右へ３５７度３５分・７９５メートルのところ

第１種区画漁業 ひおうぎ・かき垂下式養
殖業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市倉岳町   (１)　漁場区域の外縁
に昼夜間視認できる標
識を設置しなければな
らない。
  (２)　港湾管理者が行
う事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
５１号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３８号（上天草市大矢野町
中野米カネカキ鼻北東端（西大維橋橋脚台北側角基
部））
ア　基点１と上天草市大矢野町横島北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２２５度３０分・１２０メートルの
ところ
イ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２０４度・３５０メートルのところ
ウ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２２４度１５分・４６５メートルのところ
エ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２４７度３０分・２６０メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
５２号

天草漁業協同組合 上天草市大矢野町中
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３８号（上天草市大矢野町
中野米カネカキ鼻北東端（西大維橋橋脚台北側角基
部））
ア　基点１と上天草市大矢野町横島北端を見通した線か
ら基点１を基点として右へ２９４度３０分・３４５メートルの
ところ
イ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２８２度３０分・３５５メートルのところ
ウ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２８６度４５分・６７０メートルのところ
エ　基点１と横島北端を見通した線から基点１を基点とし
て右へ２９３度１５分・６７０メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市大矢野町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
５３号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３２分５０．５秒、東経１３０度２４分２７．５秒
イ　北緯３２度３２分５１．５秒、東経１３０度２４分３２．１秒
ウ　北緯３２度３２分４９．３秒、東経１３０度２４分３２．７秒
エ　北緯３２度３２分４８．４秒、東経１３０度２４分２８．０秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町及び
天草市有明町楠甫

漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
５４号

天草漁業協同組合 上天草市松島町合津
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分１４．７秒、東経１３０度２３分３９．２秒
イ　北緯３２度３１分１６．１秒、東経１３０度２３分４０．４秒
ウ　北緯３２度３１分１５．３秒、東経１３０度２３分４１．６秒
エ　北緯３２度３１分１４．０秒、東経１３０度２３分４０．５秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市松島町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
５５号

有明町漁業協同組合 天草市有明町大浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分４６．６秒、東経１３０度２２分３８．２秒
イ　北緯３２度３１分４１．３秒、東経１３０度２２分３４．０秒
ウ　北緯３２度３１分３９．２秒、東経１３０度２２分４１．１秒
エ　北緯３２度３１分４４．０秒、東経１３０度２２分４４．９秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市有明町大浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
５６号

有明町漁業協同組合 天草市有明町大浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分４６．６秒、東経１３０度２２分３８．２秒
イ　北緯３２度３１分５２．０秒、東経１３０度２２分３９．８秒
ウ　北緯３２度３１分４９．６秒、東経１３０度２２分４６．２秒
エ　北緯３２度３１分４４．０秒、東経１３０度２２分４４．９秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市有明町大浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
５７号

有明町漁業協同組合 天草市有明町大浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分２０．０秒、東経１３０度２２分３７．８秒
イ　北緯３２度３１分１９．９秒、東経１３０度２２分３９．６秒
ウ　北緯３２度３１分１５．５秒、東経１３０度２２分３８．３秒
エ　北緯３２度３１分１５．８秒、東経１３０度２２分３６．６秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市有明町大浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
５８号

有明町漁業協同組合 天草市有明町大浦地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分１６．９秒、東経１３０度２２分１１．７秒
イ　北緯３２度３１分１６．８秒、東経１３０度２２分１３．９秒
ウ　北緯３２度３１分１３．７秒、東経１３０度２２分１２．５秒
エ　北緯３２度３１分１３．８秒、東経１３０度２２分１０．６秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市有明町大浦 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
５９号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１  熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア  基点１から真方位１１度・８８５メートルのところ
イ  基点１から真方位１０度４５分・７８５メートルのところ
ウ  基点１から真方位３度３０分・８００メートルのところ
エ  基点１から真方位４度４５分・９００メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
６０号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１  熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア  基点１から真方位３３６度・５９０メートルのところ
イ  基点１から真方位３４２度４５分・７１０メートルのところ
ウ  基点１から真方位３５３度４５分・６５０メートルのところ
エ  基点１から真方位３４９度・５２０メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
６１号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１  熊本県漁場基点天第１３３号（天草郡苓北町志
岐川河口右岸突堤北端）
ア  基点１から真方位３３１度３０分・１，０７０メートルのと
ころ
イ  基点１から真方位３４２度１５分・９０５メートルのところ
ウ  基点１から真方位３３６度・７９０メートルのところ
エ  基点１から真方位３２５度１５分・９７５メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
６２号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分２１．４秒、東経１３０度２分３９．４秒
イ　北緯３２度３１分１６．６秒、東経１３０度２分３８．２秒
ウ　北緯３２度３１分１５．７秒、東経１３０度２分４２．８秒
エ　北緯３２度３１分２０．６秒、東経１３０度２分４４．０秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
６３号

天草漁業協同組合 天草郡苓北町富岡地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度３１分４３．７秒、東経１３０度２分２３．５秒
イ　北緯３２度３１分４３．７秒、東経１３０度２分２７．０秒
ウ　北緯３２度３１分４２．０秒、東経１３０度２分２７．０秒
エ　北緯３２度３１分４２．０秒、東経１３０度２分２３．５秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草郡苓北町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　港湾管理者が行う
事業の実施に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
６４号

天草漁業協同組合 天草市天草町大江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
ア　北緯３２度１８分２４．０秒、東経１３０度０分１５．６秒
イ　北緯３２度１８分２３．８秒、東経１３０度０分１５．９秒
ウ　北緯３２度１８分２１．０秒、東経１３０度０分１３．８秒
エ　北緯３２度１８分２１．２秒、東経１３０度０分１３．４秒

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市天草町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
６５号

大道漁業協同組合 上天草市龍ヶ岳町大道
地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３９８号（天草市御所浦町
猿子島北東端）
ア　基点１から真方位３４３度９分・１，６３９メートルのとこ
ろ
イ　基点１から真方位３４９度１３分・１，６４０メートルのと
ころ
ウ　基点１から真方位３５１度２６分・１，３６３メートルのと
ころ
エ　基点１から真方位３４３度３０分・１，３３１メートルのと
ころ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 上天草市龍ヶ岳町大道 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。

天区第８
６６号

天草漁業協同組合 天草市御所浦町御所
浦地先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　熊本県漁場基点天第３６５号（天草市御所浦町
牧島漁港Ｂ防波堤突端）
ア　基点１から真方位８０度・５４１メートルのところ
イ　基点１から真方位８３度５０分・６３３メートルのところ
ウ　基点１から真方位９１度２７分・６７７メートルのところ
エ　基点１から真方位９５度・６１８メートルのところ

第１種区画漁業 かき垂下式養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体  天草市御所浦町（上
脇、下脇、上竹地、下
竹地、外平及び越地地
区を除く）

(１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。

天区第８
７１号

天草漁業協同組合 天草市五和町二江地
先

次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
基点１　天草市五和町二江漁港須ノ脇地区西側防波堤
取付基部から防波堤に沿って北へ１３９メートルのところ
ア　基点１と天草市五和町通詞島三角点を見通した線か
ら基点１を基点として右へ１４度３０分・８３６メートルのと
ころ
イ　基点１と通詞島三角点を見通した線から基点１を基
点として右へ２８度１５分・９３０メートルのところ
ウ　基点１と通詞島三角点を見通した線から基点１を基
点として右へ４６度３０分・６４５メートルのところ
エ　基点１と通詞島三角点を見通した線から基点１を基
点として右へ２９度１５分・４９５メートルのところ

第１種区画漁業 あわび・うに養殖業 １月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市五和町 (１)　漁場区域の外縁に
昼夜間視認できる標識
を設置しなければなら
ない。
(２)　漁港管理者が行う
事業の施行に対して
は、正当な理由がなけ
ればこれを拒んではな
らない。



免許番号 漁業権者 漁場の位置 漁業の種類 漁業の名称 漁業時期 存続期間 団体・個別の別 関係地区 条件漁場の区域
天区第８
８１号

天草漁業協同組合 天草市深海町地先 次のア、イ、ウ、エ及びアを順次に結んだ線によって囲ま
れた区域
　　　ア　北緯３２度１５分２８．０秒、東経１３０度６分３７．
０秒
　　　イ　北緯３２度１５分２６．０秒、東経１３０度６分４０．
９秒
　　　ウ　北緯３２度１５分１２．１秒、東経１３０度６分３０．
４秒
　　　エ　北緯３２度１５分１３．８秒、東経１３０度６分２７．
３秒

第１種区画漁業 わかめ・とさか・みりん・
もづく養殖業

１月１日から１２月３１日
まで

令和５年９月１日から令
和１０年８月３１日まで

団体 天草市深海町 漁場区域の外縁に昼
夜間視認できる標識を
設置しなければならな
い。
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